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〇改訂の経緯 

我が国では、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の

整備等の促進を図ること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備すると

ともに、国民に対して低廉かつ良好なサービスの提供を確保するため、平成 11

年７月、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（以

下「ＰＦＩ法」という。）（平成 11 年法律第 117 号）が制定された。平成 12 年

３月には、ＰＦＩの理念とその実現のための方法を示す「基本方針」が策定さ

れ、これにより、ＰＦＩに積極的に取り組むとの政府の方針が明らかにされた。

この方針を踏まえ、農業集落排水事業では、他の農業農村整備事業に先駆けて、

平成 15 年度よりＰＦＩの導入を可能とした。 

農村地域は、一般的に人口密度が低く、平坦地の割合が少ない等条件が不利

な上、財政力の弱い地方公共団体が多いことから、コスト縮減などに一定の効

果があるＰＦＩの活用は、農村地域の汚水処理施設整備を進める上で有効な手

法である。しかしながら、実際に地方公共団体が農業集落排水事業においてＰ

ＦＩに取り組んだ事例がなかったことなどから、事業主体をはじめとする関係

者の執務の参考となるよう（社）日本農業集落排水協会（現（一社）地域環境

資源センター）への委託により、「農業集落排水施設整備におけるＰＦＩ実施の

手引き」を平成 17 年５月に取りまとめた。 

 

その後、平成 23 年度に民間事業者による安定的で自由度の高い運営を可能と

することにより、利用者ニーズを反映した質の高いサービスを提供するため、

ＰＦＩ法が改正され、新たなＰＦＩ事業方式である公共施設等運営権制度（コ

ンセッション方式）が導入された。 

また、平成 25 年６月６日には、民間投資を喚起し、必要なインフラ整備・更

新と地域の活性化、経済成長に繋げていくため「ＰＰＰ／ＰＦＩの抜本改革に

向けたアクションプラン」（民間資金等活用事業推進会議決定）において、今後

10 年間でＰＰＰ／ＰＦＩの事業規模を 12 兆円まで拡大する方針が示され、平成

25 年６月 14 日に閣議決定された「日本再興戦略-ＪＡＰＡＮ ｉｓ ＢＡＣＫ-」

においてもアクションプランを実行に移すことやコンセッション方式の対象拡

大として上下水道事業への積極的導入を推進することが盛り込まれた。 

 

このような中、農業集落排水事業の創設から約 30 年が経過し、施設の老朽化

が進む中、今後は効率的な運営管理が必要となっていることから、農林水産省

では、平成 26 年度に公共施設等運営権制度を組み入れて「農業集落排水施設整

備におけるＰＦＩ実施の手引き」を改訂するため（一社）地域環境資源センタ

ーに業務を発注し、有識者で構成される農業集落排水事業ＰＦＩ効果検証調査

委員会を設置し、委員より専門的見地から助言・指導を受け、「農業集落排水事

業におけるＰＦＩ実施の手引き」を作成したものである。 



 

－3－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業集落排水事業ＰＦＩ効果検証調査委員会 

【委員名簿】                   （敬称略・五十音順） 

所属・役職 氏 名 備考 

特定非営利法人日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会理事長 植田  和男 委員 

茨城大学農学部名誉教授 中曽根 英雄 委員長

ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 
開発事業部新規事業担当部長 

中坪  秀彰 委員 

加須農業集落排水ＰＦＩ株式会社取締役 橋本  好弘 委員 

黒部市上下水道部工務課係長 村椿  謙一 委員 

【事務局】 
一般社団法人地域環境資源センター集落排水部 
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〇改訂のポイント 

主な改訂のポイントは以下のとおりである。 

 

・ 平成 23 年度のＰＦＩ法改正を受けて、平成 25 年度に内閣府より示された

「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」を基に､

農業集落排水事業に対して公共施設等運営権制度を活用する場合の留意事

項などを新たに加筆した。 

・ 公共施設等運営権制度は、施設整備ではなく運営等（運営、維持管理並び

に企画）を行うものであることから、手引きの名称について、「農業集落排

水施設整備におけるＰＦＩ実施の手引き」から「農業集落排水事業における

ＰＦＩ実施の手引き」に変更した。 

・ 本編について、より解りやすいものとするため、必要なポイントを絞り込

み、詳細な解説は資料編に記載した。 

・ ＶＦＭの評価は、平成 26 年度に内閣府より示された「地方公共団体向け

サービス購入型事業実施手続簡易化マニュアル」によれば、可能性調査段階

及び特定事業の評価段階で定量的な評価を行うこととなっているが、ＶＦＭ

を評価するための作業量は膨大であり、作業の煩雑化を招くこと、また、他

事業において実施していない事例が多いことから、ＶＦＭの評価は、特定事

業の評価段階で行うことに変更した。 

・ 農業集落排水事業におけるＰＦＩ適用地区である「埼玉県加須市大越地区」

の事例を加筆した。 

・ 類似事業の参考事例として、実施中の黒部市下水道バイオマスエネルギー

利活用施設整備運営事業、稚内市生ごみ中間処理施設整備・運営事業を追加

した。 

 

 

 

〇定義 

本手引きで用いる用語等については、以下のように整理することとする。 

 

・ ＰＦＩ事業のうち、1.1.1 事業概要に記載のとおり、従来から取り組ま

れている「設計」から「運営」のうち一部若しくは全てを民間事業者と契約

して実施するＰＦＩ事業を「ＰＦＩ従来方式」とする。 

・ 平成 23 年のＰＦＩ法改正により創設された、事業運営等に関する権利を

長期にわたって付与する「公共施設等運営権制度（コンセッション）方式」

を「ＰＦＩ運営権方式」とする。 

・ 農業集落排水施設について、地方公共団体が受益者から料金を徴収する場

合を「使用料金」とし、民間事業者が受益者から徴収する場合を「利用料金」

とする。  
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第１章  農業集落排水事業におけるＰＦＩ事業 
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1.1 ＰＦＩ事業（民間資金等活用事業）とは 

1.1.1 事業概要 

 

 

 

 

 

【解説】 

ＰＦＩは Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニ

シアティブ）の略称であり、従来、国や地方公共団体が行ってきた公共施設等

の建設・維持管理・運営等を、民間の資金・経営能力及び技術的能力を活用す

ることによって、効率的かつ効果的に実施し、市民サービスの向上やトータル

コストの削減を図る事業手法である（民間資金等活用事業）。 

 

少子・高齢化、高度情報化の進展等をはじめとした社会環境の変化への対応

や、多様化するニーズに対応した良質な公共サービスの提供の観点、厳しい財

政状況のもと景気刺激策としての公共事業推進に対する期待などを背景とし、

平成11年に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成11年法律第117号）（以下「ＰＦＩ法」という。）が定められた。 

 

（１）ＰＦＩ従来方式 

従来から行っている一般的な公共事業は、「設計」「建設」「管理」「運営」を

それぞれ個別に民間事業者へ委託、地方公共団体自らが実施してきた。それに

対しＰＦＩ従来方式では、「設計」から「運営」のうち一部若しくは全てを、Ｐ

ＦＩ事業のために経営能力と技術的能力を有する民間事業者が設立する特別目

的会社（ＳＰＣ：P87～参照）と契約した上で、実施するものである。業務を実

施するＳＰＣ又は単独企業(注)は、出資会社又は建設会社・維持管理会社等に施

工や維持管理等作業を委託し、業務を推進することになる。 

 

（２）ＰＦＩ運営権方式 

平成 23 年６月１日にＰＦＩ法が改正され、施設資産を地方公共団体が所有し

たまま、地方公共団体と民間事業者が事業権契約を締結することで、民間事業

者が施設経営権を獲得し、民間事業者が施設利用者から直接料金を徴収して事

業を運営する公共施設等運営権制度（コンセッション）が創設された。 

これにより、施設の「設計」「建設」を伴わなくても民間の資金・経営能力

及び技術的能力を活用して実施できるようになるなど、ＰＦＩ事業の活用の幅

が拡大されてきている。 

 

（注）事業規模・事業費が小さい場合には、ＰＦＩ事業募集要件にＳＰＣの設立を要
求していない場合もある。 

ＰＦＩ事業（民間資金等活用事業）は、従来、地方公共団体が、施設の建設・

維持管理・運営等を個別に民間に委託していたものを、一体的に長期に亘って民

間事業者が資金・経営能力及び技術的能力を活用し、効率的かつ効果的に事業を実

施し、公共サービスの向上やトータルコストの削減等を図る手法である。 
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1.1.2 事業の効果 

 

 

 

 

 

【解説】 

（１）共通事項 

１）低廉かつ良質な公共サービスの提供 

ＰＦＩ事業では、民間事業者の資金・経営能力及び技術的能力を活用して、

設計・建設・維持管理・運営の全部又は一部が一体的に行われること、及び

従来行われてきた事業手法において、基本的に公共側が負担していたリスク

が公民により、民間事業者に適切に分担され、事業全体のリスク管理が効率

的に行われることなどから、事業費の削減が期待されるとともに、民間の経

営能力及び技術的能力を活かした良質な公共サービスの提供が期待される。 

 

 

２）財政支出の平準化 

ＰＦＩ事業においては、地方公共団体が直接公共施設を整備した場合のよう

に、施設の建設期間における大きな財政支出は発生せず、財政支出は契約期間

全体にわたって平準化された形で、民間事業者に公共サービスの対価として支

払うこともできる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

３）公共サービスの提供における地方公共団体の関わり方の改革 

ＰＦＩ事業においては、民間事業者の自主性や創意工夫を尊重しつつ、可

能な限り民間事業者に委ねて事業を実施することから、地方公共団体と民間

事業者の役割分担に基づく新たなパートナーシップが形成される。 

 

 

 

 

建設  
費  

運営・維持費  
公共サービス対価  

（建設、運営、維持費）  

建設期間  
供用期間  

財政支出  

年  

従来の公共事業の発注方式による支出 ＰＦＩ従来方式による支出 

ＰＦＩ事業は、事業コストの一層の削減や、より質の高い公共サービスの提

供を行うこと、すなわち、「同一の公共サービスならば、より低い事業コスト

で提供すること」、「同一の事業コストならば、より質の高い公共サービスを提

供すること」を目的に導入されるものであり、以下のような効果が期待される。

建設期間
供用期間  

財政支出

年  
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４）民間の事業機会の創出による経済の活性化 

従来、国や地方公共団体等が実施してきた事業を民間事業者に委ねること

から、国や地方公共団体しかできないとされてきた事業分野にも、民間事業者

が新規参入するチャンスが生まれ、民間事業者にとって新たな事業機会が創出

されることになる。 

また、他の収益事業と組み合わせることによっても、新たな事業機会が生

み出されることも考えられるため、新規事業の創出等による経済の活性化に資

する効果が期待される。 

 

（２）ＰＦＩ運営権方式 

ＰＦＩ運営権方式では、運営権を民間事業者に設定するが、運営権を財産権と

取り扱うことから、ＰＦＩ従来方式と比べて下記の効果も期待できる。 

 

１）公的主体における効果 

地方公共団体は、運営権者である民間事業者から毎年一定金額の運営権の

対価を徴収することにより、施設収入の早期回収を実現できる。また、事業収

支及び市場取引の動向により、保有する資産に損失が発生するリスク（マーケ

ットリスク）について、公的主体から民間事業者への移転が考えられる。 

 

２）民間事業者における効果 

運営権を独立した財産権とすることで抵当権の設定等が可能となり、資金

調達の円滑化が図られるとともに、自由度の高い事業運営が可能となる。 

 

３）金融機関等における効果 

運営権に対して抵当権の設定が可能になることで金融機関の担保が安定化

するとともに、運営権が譲渡可能となり、投資家の投資リスクが低下すること

が考えられる。 
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1.1.3 基本理念 

 

 

 

 

 

【解説】 

（１）民間からの公共サービスの調達 

ＰＦＩは、従来、地方公共団体が実施してきた社会資本の整備や公共サービ

スの提供を、民間事業者に委ねる事業手法である。地方公共団体と民間事業者

との役割分担を明確にするとともに、民間事業者に対する地方公共団体の関与

を必要最小限に留め、民間事業者の有する技術やノウハウ、創意工夫等が十分

発揮されるかたちで、公共サービスを調達する。 

 

（２）ＶＦＭ（支払いに対して最も価値の高いサービスの提供）の達成 

ＰＦＩの根本には、ＶＦＭ（Value For Money＝支払いに対して最も価値の高

いサービスの提供）という考え方がある。 

同一の目的を有する２つの事業を比較する場合、支払いに対して価値の高い

サービスを提供する方を「ＶＦＭがある」といい、もう一方を「ＶＦＭがない」

という。実際にＰＦＩ事業として実施するかどうかについては、このＶＦＭが

確保されているかどうかを、確認する必要がある。具体的には、地方公共団体

と民間事業者とが提供するサービスが同一水準の場合は、事業期間を通じた地

方公共団体の財政負担額が少ない方を、また、地方公共団体の財政負担額が同

一の場合は、より質の高いサービスが提供できる方を採用することになる。 

 

（３）リスクの明確化と地方公共団体と民間事業者の適切なリスク分担 

地方公共団体がＰＦＩ事業を実施するにあたっては、事故、需要の変動、物

価や金利の変動等の経済状況の変化、計画の変更、天災等さまざまな予測でき

ない事態により損失等が発生するおそれ（リスク）がある。 

従来行われてきた事業では、これらリスクのほとんどを行政が負担していた

が、ＰＦＩ事業では、「リスクを最も適切に管理することができる者が当該リス

クを分担する」という考え方が前提となる。このため、地方公共団体と民間事

業者がリスクを明確かつ適切に分担し、それぞれの役割を契約で規定すること

が必要となる。 

 

 

 

 

ＰＦＩ事業の基本理念は、以下の３つが挙げられる。 

（１）民間からの公共サービスの調達 

（２）ＶＦＭの達成 

（３）リスクの明確化と公民の適切なリスク分担 
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1.1.4 ５原則３主義 

 
 

 

 

 
（注）民間資金等の活用による公共施設等の整備に関する事業の実施に関する基本方

針（平成 12 年３月 13 日総理府告示第 11 号） 

 

【解説】 

（１）５つの原則 
１）公共性原則 

公共性の原則により、従来専ら地方公共団体が整備してきた公共性の高い事

業も、幅広くＰＦＩ事業の対象とすることができる。 
２）民間経営資源活用原則 

従来、地方公共団体が行ってきた公共施設の建設・維持管理・運営を民間の

資金・経営能力及び技術的能力を活用して行うことは、ＰＦＩの基本的な趣旨

である。 
３）効率性原則 

民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に

社会資本の整備を実施することとされている。 
４）公平性原則 

特定事業の選定、民間事業者の選定において公平性が担保されることである。

民間事業者の選定過程で、ある民間事業者からの地方公共団体への質問に対す

る回答については、他の応募事業者にも公表し、公平性を確保することなどが

求められている。 
５）透明性原則 

特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて、透明性が確保される必要が

あり、民間事業者からの発案への対応をはじめ、各段階で公表するよう規定さ

れている。 
 
（２）３つの主義 

１）客観主義 
各段階での評価決定について、客観性を担保することが求められている。 

２）契約主義 
公共施設等の管理者等と選定事業者との間の合意について、明文化し、当事

者の役割、責任分担等の契約内容を明確にする必要がある。 
３）独立主義 

事業を担う企業体は、ＰＦＩ事業の安定継続を図るため、親会社との法人格

上の独立性又は事業部門における経理区分上の独立性を確保することが求め

られている。 

ＰＦＩ事業においては、ＰＦＩの基本理念や期待される効果を実現するため

に、ＰＦＩ基本方針(注)における５つの原則（公共性原則、民間経営資源活用原

則、効率性原則、公平性原則、透明性原則）と３つの主義(客観主義、契約主義、

独立主義)に基づいて、事業を進めることが求められる。 
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1.1.5 事業形態 

 

 

 

 

 

【解説】 

ＰＦＩの事業形態 

 

 

事業  
形態 概  要 

サ
ー
ビ
ス
購
入
型 

・ＰＦＩ事業者が公共施設の設計、建設、維持管理及び運営を行い、地方公共

団体はそれら一連のサービスの購入主体となる。 
・ＰＦＩ事業者は、地方公共団体からの支払いにより事業コストを回収する。

・現在この形態が、ＰＦＩの主流となっている。 

独
立
採
算
型 

・地方公共団体からの事業許可に基づき、ＰＦＩ事業者が、公共施設の設計、

建設、維持管理及び運営を行う。 
・利用料金等の利用者からの収入によって、事業コストを回収する。 
・地方公共団体の関与は、計画策定・認可・法的手続き等の実施に限定される。

・プロジェクトのリスクは、完全に地方公共団体からＰＦＩ事業者に移転され

る。 
 
 

混
合
型 

・地方公共団体と民間事業者の両方の資金を用いて公共施設の設計、建設、維

持管理及び運営を行うが、事業の運営は民間主導で実施する。 
・ＰＦＩ事業者は地方公共団体からの資金と、利用者から利用料金を徴収して

事業コストを回収する。 
・回収できない部分について、地方公共団体が交付金等により費用負担を行う。

サービス交付金等

サービス 許可申請等

料金支払事業許可

料金支払

利用者 

交付金等
サービス  

ＰＦＩ事業の基本的な形態は、以下の３つに分類され、事業を実施するにあ

たっては、これらの形態を参考として事業計画を構築することになる。 

なお、ＰＦＩ従来方式において交付金等を活用し施設を整備する場合はサー

ビス購入型で実施されるのが一般的である。 

利用者 
ＰＦＩ 
事業者 

地方公共団体 

ＰＦＩ 
事業者 

ＰＦＩ 
事業者 地方公共団体 

地方公共団体 

利用者 
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1.1.6 ＰＦＩ従来方式の事業方式 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

 

事業の建設・所有形態による分類（代表的な方式） 

 

内閣府 (注)によると、平成 24 年末時点のＰＦＩ事業の事業方式は、ＢＴＯ方式

が 72％、ＢＯＴ方式が 13％、ＢＯＯ方式３％、その他方式 12％となっている。 

 
（注）ＰＦＩ事業の実施状況(平成 26 年６月)内閣府民間資金等活用事業推進室デー

タより 

 

 

 

 

 

 

方式 特 徴 

ＢＴＯ 
（Build Transfer Operate） 

・民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設（Build）
した後、その施設の所有権を地方公共団体に移管
（Transfer）した上で、民間事業者がその施設の運営
（Operate）・管理を行う方式である。 

ＢＯＴ 
（Build Operate Transfer） 

・民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設（Build）
し、契約期間にわたる運営（Operate）・管理を行い、
事業期間終了後（資金回収した後）、地方公共団体に
その施設を移管（Transfer）する方式である。 

・民間事業者による事業資産の所有が、制度上可能な場
合に成立する。 

ＢＯＯ  
（Build Own Operate） 

・民間事業者が自ら資金調達を行って施設を建設
（Build）し、そのまま保有（Own）し続け、運営
（Operate）・管理を行う方式である。 

・施設の譲渡は行わず、民間事業者が保有し続けるか、
もしくは事業終了後に撤去することになる。 

ＲＴＯ 
（Rehabilitate Transfer Operate） 

・民間事業者が自ら資金調達を行い、既存の施設を補修
（Rehabilitate）した後、その施設の所有権を地方公
共団体に移管（Transfer）した上で、一定期間運営
（Operate）を行う方式である。 

ＲＯＴ 
（Rehabilitate Operate Transfer） 

・民間事業者が既存の施設を補修（Rehabilitate）し、
一定期間運営（Operate）後に、地方公共団体に移管
（Transfer）する方式である。 

ＰＦＩ従来方式の事業方式は、施設の建設・所有形態により分類され、代表

的な方式としては、ＢＴＯ方式、ＢＯＴ方式、ＢＯＯ方式、ＲＴＯ方式及びＲ

ＯＴ方式が挙げられる。 

交付金等を活用し、サービス購入型で施設を建設する場合は、施設を公共側

が所有するため、ＢＴＯ方式が一般的である。 
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1.2 農業集落排水事業におけるＰＦＩ事業 

1.2.1 農業集落排水事業における効果 

 

【解説】 

（１）ＰＦＩ従来方式 

１）建設コストの縮減 

一括発注による施設の設計・建設、性能発注方式による建設及び民間の新

技術の導入によるコスト縮減でＶＦＭが確保されるとともに、民間資金の活

用により、従来行われてきた事業による整備と比較して、より少なくかつ平

準化された財政負担で、施設整備、維持管理・運営を実施することが可能で

ある。 

 

【コスト縮減例】 

① 一括発注による作業・施工管理の効率化（諸経費の縮減） 

② 資材の一括購入による資材単価の低減 

③ 施工や維持管理を念頭においた合理的な設計 

④ 新しい処理方式等の新技術の導入 

 

【参考：一括発注に伴う建設コスト縮減の試算例】 

一括発注により、作業・施工管理の効率化図られることから、技術管理費、

営繕費等の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費が縮減される（発注ロッ

トが大きい程、諸経費率は小さくなる）。下記は直接工事費が同じ場合の試算

例を示す。 

農業集落排水事業にＰＦＩ事業を導入した場合の効果は、以下の５点が挙げ

られる。 

１）建設コストの縮減 

２）建設工期の短縮 

３）維持管理・運営費の削減 

４）リスク管理の効率化 

５）行政コストの削減 

 

ＰＦＩ従来方式において、特に事業効果が大きいものとして、１）、２）が挙

げられる。 

一方、ＰＦＩ運営権方式では、運営権を民間事業者に委ねることで特に３）、

４）で効果が発揮するものと考えられる。 

また、ＰＦＩ事業の導入により、行政側に対しての効果だけではなく、施設

利用者並びに民間事業者に対しても効果があることから、ＰＦＩ事業は地域の

活性化を図る上でも有効な手段であると考えられる。 
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また、ＰＦＩ従来方式により農業集落排水の施設整備を行った、加須市大

越処理区農業集落排水事業では、市がＶＦＭで算出した予定価格と契約金額

を比較すると約 21％（約 4.6 億円）の縮減が図られている。 

 

２）建設工期の短縮 

一括発注による施設の設計・建設をした場合、従来行われてきた事業と比

較して、段階ごとの調整等の期間が不要なこと（工事発注作業等に要する期

間が不要になる）、１年を通じた建設等により、設計から施工に至る期間が縮

小されることから、サービス提供開始の早期化が可能である。 

 

工期比較例 

 

発注準備 （半年） 

管路工事 （６年） 

処理場工事（２年） 

供用期間  

 

 

発注準備 （半年） 

管路工事 （４年） 

処理場工事（２年） 

供用期間  

 

 

また、加須市大越処理区農業集落排水事業では、ＰＦＩでの契約工事工期と

実績工期を比較すると約 26％（10 ヶ月）の縮減が図られた。 

【従来の公共事業の発注方式】（総額 30億円）

管路施設：20 工区分割発注 

汚水処理施設：土木,建築,設備分割発注 

⇒コスト縮減額：2.97 億円（10％減）

 

 

管路施設：13 億円 
（直接工事費） 

管路施設：8 億円 
（諸経費） 

汚水処理施設：5.5 億円

（建築工事,電気設備工事）

【ＰＦＩ従来方式】（総額 27.03 億円）

管路施設：一括発注 

汚水処理施設：一括発注 

 

 
管路施設：13 億円 
（直接工事費） 

汚水処理施設：5.5 億円 
（建築工事,電気設備工事）

管路施設（諸経費）：5.1 億

汚水処理施設 
1.1 億円 

（土木工事；諸経費）

汚水処理施設 
2.4 億円 

（土木工事；直工費）

汚水処理施設
2.4 億円 

（土木工事；直工費）

汚水処理施設
1.03 億円 

（土木工事；諸経費）

【従来の公共事業の発注方式】 

【ＰＦＩ従来方式】 

0 1 2 3 4 5 6 年
(事業採択時) 
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３）維持管理・運営費の削減 

ＰＦＩ事業では、民間事業者による新技術等の積極的な導入等により、設

計段階から維持管理・運営費を考慮した施設整備を実現することも可能であ

るため、維持管理・運営経費の削減が期待される。 

 

４）リスク管理の効率化 

農業集落排水施設に対して、民間事業者が日常の保守点検を基に修繕等の

維持管理を行うことから、リスク管理の効率化が図られる。 

・ 不測の事故が発生した場合等のリスクに対して、二次被害の防止等に

必要な初動対応が迅速にできる。 

・ 日常の保守点検作業を基にした適切な修繕等の実施による施設の機能

の保全を効率的に行うことができる。 

 

５）行政コストの削減 

従来行われてきた事業の発注方式では、工事発注や維持管理等の委託など

手続き等のため毎年、相当量の作業を要することから、専任の職員の配置等

が必要であるが、ＰＦＩ従来方式では当初事業に係る手続等に作業を要する

ものの、ＰＦＩ事業実施後は、年度ごとの発注作業が不要となるなど、行政

コストの縮減が見込まれる。 

 

また、加須市大越処理区農業集落排水事業については、特定事業の選定時

に算出されたＶＦＭにより、地方公共団体の人件費の削減率を算出すると約

60％となっている。 

 

【行政側以外の効果】 

〇 利用者側 

建設工期の短縮により、サービスを早期に受けることが可能となるととも

に、民間の経営能力及び技術的能力を活かした低廉かつ良質な公共サービス

の提供が受けられる。 

 

〇 民間事業者 

長期の契約であることから、事業を実施する民間事業者は、長期的な経営

戦略が立案可能である。 

また、専門技術者の育成等の人材の確保が可能である。 
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（２）ＰＦＩ運営権方式 

ＰＦＩ運営権方式における民間事業者の業務範囲については､ＰＦＩ法第２

条第６項において「公共施設等について、運営等（運営、維持管理並びに企画）

を行う」とされている。したがって､ＰＦＩ運営権方式においては、民間事業者

は農業集落排水施設の維持管理マネジメント（施設保全計画･管理、労働安全衛

生管理、危機管理等）、改築更新等に係る企画及びＰＦＩ法第 23 条に基づく利

用料金の運営権者収益としての収受等の業務を実施することができる。 

 

このため、民間事業者のノウハウを活かした維持管理業務や更新業務の効率

化が可能となるほか、自らの創意工夫と責任で事業運営を安定化させることが

可能であり、少ない財政負担で集落排水事業の運営が可能になるなど、３）維

持管理・運営費の削減や４）リスク管理の効率化の面で特に効果がより発揮す

ると考えられる。 

 

【民間事業者のノウハウを活かした取り組み事例】 

① 省エネ機器の導入や省エネ運転による電気代の削減 

② 遠方監視による維持管理費の削減 

③ 処理施設での未利用用地や建屋の屋根を活用した太陽光発電 

④ 接続率の低い地区での接続率向上の施策 

⑤ 施設ごとに長寿命化に資する修繕や改築を適期に実施 

 

方式 
項目 

ＰＦＩ従来方式 ＰＦＩ運営権方式 

スキーム図 

  

業務内容 
性能発注による建設（改築含む）＋維持
管理 

性能発注による建設（改築含む）＋維持管理 
●ＰＦＩ法において「公共施設等について、運

営等（運営、維持管理並びに企画）を行う」
とされていることから、包括的民間委託での
業務に加え、「維持管理マネジメント」や「施
設保全計画・管理」等も実施可能。 

●内閣府ガイドラインにより「建設」及び「施
設の全面除却を伴う改築」を除く業務を行う
ことができる。） 

委託期間 設計・建設期間＋15 年程度が一般的 上限に法令上の制限なし 

資
金 

建設 交付金（国費）＋民間資金 － 

維持管理 
集落排水施設管理者から民間事業者に支
払 

民間事業者が施設利用者から利用料金を徴収 

交付金 

サービス対価支払

ＰＦＩ事業契約 

建設・大規
模改修・全
面除却改築

施設保全 
計画・管理 

薬品等 
調達・管理

維持管理
・修繕 

維持管理マ
ネジメント 

運転監視

民
間 

事
業
者 

使用料 地
方
公 

共
団
体 

使
用
者 

運営権実施契約(性能発注) 

公共施設等運営権 

公費負担すべき対価支払 

地
方
公 

共
団
体 

建設・
全面除
却改築

改修・ 
改築 

民
間 

事
業
者 

薬品等 
調達・管理

運転監視

施設保全
計画・管理

維持管理マ
ネジメント

維持管理
・修繕 

利用料使
用
者

※ 第５回 下水道施設の運営における PPP/PFI の活用に関する検討会（平成 25 年７
月２日）配布資料を基に作成 
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1.2.2 農業集落排水事業における事業形態 

【解説】 

（１）ＰＦＩ従来方式 

農業集落排水事業は、施設の建設に多額の費用が必要であるため、建設費に

掛る全ての費用を利用料金の収入のみで賄うことは困難であり、建設にあたっ

ては、交付金等を活用することが想定されることから、建設を含むＰＦＩ従来

方式では「サービス購入型」の事業形態を採用するのが一般的である。 

 

なお、内閣府(注)によると、平成 24 年末時点のＰＦＩ事業の事業形態は、サー

ビス購入型が 73％、独立採算型が５％、混合型が 22％となっている。 

 
（注）ＰＦＩ事業の実施状況(平成 26 年６月)内閣府民間資金等活用事業推進室デー

タより 

 

（２）ＰＦＩ運営権方式 

ＰＦＩ運営権方式では､独立採算型が基本となるが、農業集落排水施設への接

続率が低調に留まると経費回収率が低くなる農業集落排水施設では、利用料金

のみでは事業運営が困難な場合､以下のような実施方法が考えられる。 

 

１）不足が想定される財源を地方公共団体が補填（混合型） 

利用料金だけでは事業運営が困難な場合､地方公共団体が、不足が想定され

る財源を一般会計繰出金により補填し、事業運営する方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金支払 料金支払 

運営権 サービス 

利用者運営権者地方公共団体

サービス対価 

混合型 

農業集落排水施設の場合、建設を含むＰＦＩ従来方式は、「サービス購入型」

の事業形態が採用されるのが一般的である。 

一方、ＰＦＩ運営権方式は、運営権者が利用料金等を収入とし、運営、維持

管理、改築更新等の業務を実施するため「独立採算型」の事業形態となるが、

施設の利用状況等にあわせて「混合型」や「指定管理者制度等との組み合わせ

による方法」を含めて適切な形態を検討することが重要である。 
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２）独立採算の範囲を限定して、指定管理者制度と併用（独立採算型） 

利用料金のみで事業運営が可能な部分を独立採算型で行い､それ以外を指定

管理者制度で行う方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、ＰＦＩ運営権方式は､施設の建設を含めたＰＦＩ従来方式と組み合わ

せることも可能であり､農業集落排水事業におけるＰＦＩ事業の導入にあたっ

ても､利用者の利便性や円滑な事業実施等に配慮した最適な事業形態を地方公

共団体の判断で選択していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金支払 

運営権 

サービス 

利用者 

サービス 

利用者 指定管理者

料金支払 

指定管理者 

独立採算型 

指定管理者制度

運営権者地方公共団体

地方公共団体

指定管理者制度と併用 
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1.2.3 農業集落排水事業における業務範囲 

 
【解説】 

（１）共通事項 

農業集落排水事業のＰＦＩ事業では、農業集落排水事業の交付金の対象範囲に

加え、事業対象外である末端管路施設、宅内配管施設も含んで機能が発揮される

ことから、農業集落排水施設だけではなく、宅内配管や有機性資源の利活用を図

ることによって、効率的・効果的な事業を実施することも考えられる。 

 

農業集落排水施設の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

農業集落排水事業におけるＰＦＩ事業の業務範囲は、農業集落排水事業の交

付金の対象施設に加え、宅内配管等の付帯施設を一体的に整備するなど、事業

の枠組みの視野を広げることにより、民間事業者の手腕やアイデア等を生かせ

る余地を広げ、ＰＦＩのメリットを発現させるとともに、広範な公共サービス

を提供することが重要である。 

【農業集落排水事業の交付金の対象施設】 

・末端受益戸数２戸以上の管路施設 
（集水管、公共汚水ます、マンホール、中継ポンプ施設、雨水排水施設等） 

・汚水処理施設、管路施設、資源循環施設等 
・付帯施設（汚水処理施設の維持管理に必要な施設、管理道路、照明等） 

【地方単独事業の対象施設】 

・末端２戸未満の管路施設 
【個人負担となる施設】 

・私有地内の管路、集水ます、合接ます等 

管路施設 

汚水処理施設 

資源循環施設 

汚泥の
農地還元

処理水の放流

農業用水と
して再利用

集
水
ま
す 

集
水
ま
す 
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ま
す 
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ま
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ホ
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中
継
ポ
ン
プ 

公道  

補助対象 

(交付金事業) 
補助対象外 

(地方単独事業)

個人負担 

(宅内配管工事) 
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農業集落排水施設の管理に係る最終的な責任は、地方公共団体が負うことと

なる。 

地方公共団体の責任には､農業集落排水施設の資産としての所有や、事業計画

の策定、交付金に係る手続きや会計検査の受検、各種命令等公権力に係る業務､

農業集落排水施設条例や実施方針に関する条例の管理が含まれることとなり、

ＰＦＩ事業においても、地方公共団体が農業集落排水施設の管理に係る最終的

な責任を負うことは変わりないものであり、地方公共団体は民間事業者が行う

業務が適切であるか、監視評価する技術が求められる。 

したがって、ＰＦＩ事業の業務範囲や分担するリスクについては、農業集落

排水施設管理に係る最終的な責任が地方公共団体側に残存することを踏まえて、

地方公共団体と民間事業者の人員体制や実行能力を考慮して検討を行う必要が

ある。 

 

（２）ＰＦＩ運営権方式 

施設の建設を伴わないＰＦＩ運営権方式の場合では、次図のようにＰＦＩ事業

の範囲を地方公共団体の行政区域内まで拡大することで、①既に整備されてい

る市町村内にある複数の処理区を一体的に運営管理する方法や、②維持管理作

業が類似する、下水道や浄化槽と一体的に運営管理する方法といった広域的な

サービス提供を行うことも可能である。 

 

【①市町村内にある複数の処理区を一体的に事業実施する方法】 

ＰＦＩ事業の範囲を地方公共団体の行政区域内まで拡大し、市町村内にある

複数の農業集落排水施設を一体的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ地区 
農業集落排水施設 

ＰＦＩ事業 

行政区域内 

Ｔ地区
農業集落排水施設 

Ｕ地区
農業集落排水施設 
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【②維持管理作業が類似する、下水道や浄化槽と一体的に事業実施する方法】 

ＰＦＩ事業の範囲を地方公共団体の行政区域内まで拡大し、維持管理作業が

類似する下水道施設や合併浄化槽施設と一体的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン（内

閣府）では、運営権者は運営事業として、「建設（改築含む）」及び「施設の

全面除却を伴う再整備」を除く業務を行うことができることとされている。管

理者である地方公共団体が実施可能な改築業務の範囲については、具体的には

地方公共団体が判断すべきものであるが、いくつかの考え方が示されている。 

 

一例として「水道施設の総体（水道法に基づき水道水を供給するために必要

な、取水から給水に至るまでの全ての施設）に運営権を設定した際、管路や浄

水施設等の増改築を実施した場合には、これらの管路や浄水施設等についても、

既存の運営権を及ぼすことが可能」としている。 

農業集落排水事業においても、管路から汚水処理までの施設に対して一体的

に運営権設定を行った場合には、処理区内の処理施設や管路の更新、付け替え

は運営権の範囲であると考えられる。 

 
 
 
 
 
 

 

合併浄化槽 

Ｘ地区農業集落排水施設

行政区域内 

ＰＦＩ事業 

合併浄化槽 

合併浄化槽 

合併浄化槽 

合併浄化槽 

合併浄化槽 

下水道施設
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第２章 農業集落排水事業におけるＰＦＩ導入の手続等 
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2.1 実施体制 

（１）検討段階の体制 

 

【解説】 

ＰＦＩ事業を実施するにあたっては、多方面に渡る専門的なノウハウを活用

した作業を要するため、地方公共団体の事情やプロジェクトの難易度に応じて

業務体制を整える必要がある。また、職員による作業で対応できない場合には、

外部機関等とアドバイザリー契約を結ぶことも考えられる。 

ＰＦＩ事業を導入する場合における地方公共団体における実施体制の一例を

以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体におけるＰＦＩ事業の実施体制の一例 

 

 

また、必要に応じて、内閣府のＰＦＩ専門家派遣制度 (注 )等を活用することも

有効である。 

 
（注）地方公共団体におけるＰＦＩ事業の活用を支援するため、ＰＦＩ事業について

知りたいことがある地方公共団体に対して、ＰＦＩの実務に通じたＰＦＩ専門家
を無料で派遣するもの。 

詳しくは、内閣府民間資金等活用事業推進室ＨＰ参照 
http://www8.cao.go.jp/pfi/senmonka/hakenannai.html 

 

 

 

農業集落排水事業においてＰＦＩ事業を実施する地方公共団体は、農業集落

排水事業担当課が中心となり、庁内関係部署との連携を図り、推進体制を定め、

役割分担のもとに取り組むとともに、ＰＦＩ事業者を選定するための審査委員

会等を必要に応じて設置する。 

また、農業集落排水事業担当課は、実施方針策定段階において、地域住民の

参加のもと広範な事業について検討することが望まれる。 

アドバイザー 

ＰＦＩ事業審査委員会 

(必要に応じ設置) 

地域住民 

農業集落排水 

事業担当課 

関係部署 

連絡調整 

庁内 
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１）農業集落排水事業担当課 

事業を推進する直接の役割を担い、事業の調査計画、事業採択、実施方針

の策定・公表、特定事業の選定・公表、民間事業者の選定・公表、事業契約

の締結等、事業契約、契約実施等を担当する。 

ＰＦＩ事業に関する情報交換、ＰＦＩ事業の選定・推進等について、関係

部署との連携を図る。 

 

但し、ＰＦＩの導入に向けては、検討資料の作成やＶＦＭの試算等、作業

量も多く、専門的な知識も必要となるため業務委託等により外部機関を積極

的に活用することが考えられる。 

 

２）地域住民の参加 

実施方針策定段階において、地方公共団体は地域住民と地域の開発構想等

について意見交換を行い、農業集落排水事業に限定することなく広範に事業

計画を検討するとともに、施設等の整備・管理運営に関して、事業方式を含

めて検討する。 

 

３）ＰＦＩ事業審査委員会(必要に応じて設置) 

ＰＦＩ事業者を選定するにあたって、公平性及び透明性を確保するため、

学識経験者等を含む審査委員会の設置も考えられる。 

審査委員会は、ＰＦＩ事業の導入が妥当であると判断した場合、「実施方針

の策定」、「特定事業選定における評価」、「入札説明書の作成」、「落札者審査・

選定」の段階において、必要に応じて開催することが望ましい。 

 

審査委員会の役割例は、以下のとおりである。 

〈審査委員会の役割例〉 

① 実施方針・募集要項の検討 

② 事業者の選定方法の検討 

③ 入札説明書・要求水準書の検討 

④ 落札者選定の審査基準の検討・策定 

⑤ 提案書の審査・評価 

⑥ 契約書案の検討 

 

〈審査委員会の構成〉 

総合評価一般競争入札により落札者決定及び落札者決定基準を定める

場合においては、学識経験者２名以上の意見聴取が必要である（地方自治

法施行令第 167 条の 10 の２第４項、５項及び同法施行規則第 12 条の４第

２項参照）。従って、あらかじめ審査委員会の構成員に学識経験者２名以

上を入れることが望まれる。 
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４）アドバイザー 

ＰＦＩ事業実施にあたっては、法務、財務、金融、技術等などの広範囲の

専門知識が必要となるため、必要に応じてＰＦＩ事業導入の検討及びＰＦＩ

事業者選定時においてアドバイザーを活用する。この際、アドバイザーにな

った者及びその関係企業等が当該事業に応募又は参画する場合には、特に秘

密保持及び公正さに対する信頼性の確保に留意する必要がある。 

ＰＦＩ事業のアドバイザーは主に、金融、法務、技術等のアドバイザーで

構成されるが、これらのアドバイザーを統括するトータルアドバイザーと契

約することが望まれる。トータルアドバイザーには、農業集落排水事業に精

通するコンサルタント等の活用が考えられる。 

 

アドバイザーの構成 

 

アドバイザーの主な役割は、以下のとおりである。 

〈アドバイザーの役割〉 

〇ＰＦＩ事業者選定 

① 事業範囲、資金調達等事業の仕組みの検討 

② 実施方針・募集要項の作成・支援 

③ ＶＦＭの検討・評価 

④ 入札説明書・要求水準書の作成・支援 

⑤ 落札者選定の審査基準案の作成・支援 

⑥ 提案書の審査 

（提案書の整理、民間事業者の企業能力、適格性評価の支援） 

⑦ 契約書案の作成 

 

〈アドバイザー選定にあたっての留意点〉 

アドバイザー選定にあたっては、下記の事項に留意する必要がある。 
・ コンサルタントのＰＦＩ事業に関する知識や実績の有無、人員体

制、事業に対する専門知識の有無等を考慮することが必要である。 
 

庁内 担当部署 

総合(トータル)アドバイザー 

（コンサルタント等） 

ファイナンシャル(財務) 

アドバイザー 

（税理士、公認会計士等） 

リーガル(法律) 

アドバイザー 

（弁護士等） 

テクニカル(技術) 

アドバイザー 

（都道府県土地連、

コンサルタント等） 
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（２）実施段階の体制 

 

【解説】 

１）管理者の職務 

農業集落排水施設の管理に係る最終的な責任は、管理者である地方公共団

体が負うこととなる。また、事業計画の策定・変更、交付金に係る手続き、

公権力の行使等、浄化槽法等の関係法令の遵守等、農業集落排水事業の最終

責任は管理者である地方公共団体にある。したがって、地方公共団体は組織・

人員体制や経営状況に応じた農業集落排水事業の目的や方針を明らかにした

上で、ＰＦＩ活用の期待や民間事業者に要求する事項を、要求水準書等にお

いて、明確化する必要がある。また、事業内容や事業期間の決定に当たって

は、将来にわたっての提供すべきサービス内容と水準の変化（高度処理、処

理水利活用、汚泥利活用等）や技術革新の可能性を十分に勘案し、決定すべ

きである。なお、会計検査については、交付金等の交付金申請者である管理

者が、責任をもって受検する必要がある。 

 

２）実施体制 

ＰＦＩを活用することにより、管理者側の知識や経験、技術力の低下が想

定されるが、農業集落排水事業の最終責任は管理者側に残ることから、最終

責任を果たすために必要な技術力や体制を検討した上で、管理者側職員の人

材育成や体制の確保等に努める必要がある。このため、提供すべきサービス

の内容と水準を踏まえ、管理者は外部機関の活用も含め、責任を負えるだけ

の体制を整備することが重要である。 

 

３）監視・評価（モニタリング） 

管理者としての最終的な責任を負うため、管理者による民間事業者が実施

する事業の監視・評価（以下「モニタリング」という。）が重要である。モ

ニタリング結果を速やかに反映させ、民間事業者が適切な農業集落排水事業

の運営を行うことを促す仕組みを予め設定する必要がある。 

 

なお、ＰＦＩ運営権方式においても、管理者として浄化槽法、水質汚濁防

止法や廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に違反した場合には、管理者が

罰則を科せられることに留意が必要である。 

  

農業集落排水事業の事業計画の策定・変更、交付金に係る手続き、公権力の

行使等は、管理者の責任として残る。このため、ＰＦＩ事業の実施にあたって

は、外部機関の活用・補完、人材育成や体制の確保に努め、責任を負えるだけ

の体制を整備することが重要である。 

※ ＰＦＩ事業実施段階の体制については、「資料編」P87～を参照のこと。 
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2.2 実施手順 

（１）実施手順における留意点 

 
【解説】 

建設を含むＰＦＩ従来方式の導入から実施の手順フローは次のとおりとなる。 

事業契約の締結にあたっては、交付金等の財政支援の内容が確定しているこ

とが必要である。 

なお、ＰＦＩ事業の手続きが先行してＰＦＩ事業者の選定まで完了したとし

ても、交付金事業が採択されるまで事業契約ができないこととなる。逆に、交

付金事業が採択されたとしてもＰＦＩ事業者を選定し事業契約の手続きが完了

するまで、事業に着手できないこととなる。 

以上のことから、ＰＦＩ事業の実施にあたっては、交付金事業の採択手続及

びＰＦＩ事業の手続に係る作業を並行して、無理のない作業スケジュールを設

定するとともに、関係部局や外部アドバイザー等を含めた、充分な実施体制を

構築することが望ましい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 事業採択後の年度別予算を確保するため、あらかじめ民間事業者等からの聞き取

り等により、事業計画書にはＰＦＩの場合の事業費及び事業期間を反映しておくこ
とが望まれる。 

ＰＦＩ事業を実施するにあたっては、各手続きに必要な期間を確保する。期

間の設定にあたっては、交付金事業の申請、下水道事業債の発行、庁内での予

算要求や契約手続きとの整合を図り、効率的に進める必要がある。 

事業計画の策定 

事業実施採択(毎年４月頃) 

調査･測量の実施 

特定事業の選定・公表 

実施方針の策定・公表 

仮契約の締結 

民間事業者の選定・公表 

ＰＦＩ従来方式の実施手順と事業採択手順フロー 

都道府県ヒアリング(５～６月) 

都道府県へ申請書提出(10～12 月)

事業計画書の作成 

農業集落排水事業採択手順 ＰＦＩ従来方式実施手順 
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（２）実施プロセス 

 

【解説】 

ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン（内閣府民間資金等活用事業

推進室）により、以下の実施プロセスに沿って進めることになる。 

 

① 農業集落排水事業のうち、ＰＦＩの対象となりうるものについて、当該

事業のＰＦＩ事業化の可否を検討する。（P33 2.2.2 で解説） 

② ＰＦＩ事業導入となれば、「実施方針の策定・公表」を行い、実施方針

に対する民間事業者からの意見の聴取を行う。（P39 2.2.3 で解説） 

③ 民間事業者からの意見を踏まえてＰＦＩ事業として実施することを決定

する。また、「特定事業の評価・選定」を行い、その結果を「公表」する。 

（P47 2.2.4 で解説） 

④ 「民間事業者の募集」を行う。複数の民間事業者がコンソーシアムを組

織し（単独企業の場合もある）、応募された提案などを「評価」し、最も

優れた提案をしたコンソーシアムをＰＦＩ事業者として「選定」し、その

結果を「公表」する。（P54 2.2.5 で解説） 

⑤ 選定されたＰＦＩ事業者と基本協定を締結し、選定されたＰＦＩ事業者

は、ＳＰＣ等を設立する。地方公共団体は、ＳＰＣ等との間で事業契約を

締結する。その他、地方公共団体と融資金融機関等、融資金融機関等とＰ

ＦＩ事業者など、関係者間において「協定等の締結等」を行う。 

（P59 2.2.6 で解説） 

⑥ ＳＰＣ等は、契約に基づき「事業の実施」を遂行する。地方公共団体は、

事業の適正な実施を「監視・評価（モニタリング）」する。 

（P62 2.3 で解説） 

⑦ 「事業の終了」時には、財産は契約により移転あるいは処分される。ま

た、ＳＰＣ等は、地方公共団体との契約に基づいて解散する。 

（P74 2.5 で解説） 

 

なお、特定事業を実施しようとする民間事業者は、農業集落排水施設を管理

する地方公共団体に対して、農業集落排水事業に係る実施方針を定めることを

提案できる。（P32 2.2.1 で解説） 

 

 

ＰＦＩ事業を実施するにあたっては、国や地方公共団体のガイドライン等に

示されているＰＦＩ事業の実施プロセスに沿って進めることになる。 

なお、ＰＦＩ運営権方式については、ＰＦＩ従来方式の実施プロセスに加え、

運営権に関する諸手続きが必要となる。 
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ＰＦＩ運営権方式については、公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に

関するガイドライン（内閣府民間活用等事業等推進室）により、ＰＦＩ従来方

式の実施プロセスに加え、運営権に関する手続きが必要となる。 

 

①-1 ＰＦＩ事業導入の検討後に実施方針に関する条例の制定をする必要が

ある。（P44 2.2.3-（２）-２）で解説） 

④-1 ＰＦＩ事業の契約の前に、公共施設等運営権の設定に対する議会の議

決を得なければならない。（P57 2.2.5-（２）で解説） 

④-2 その後、選定されたＰＦＩ事業者に対して遅滞なく公共施設等運営権

の設定を行うとともに、内閣府に備える公共施設等運営権登録簿に登録を

行う。（P57 2.2.5-（３）－２）で解説） 

⑤-1 ＰＦＩ事業者は、利用料金について実施方針に定める範囲内で、かつ

自らが提案書に示した料金を、あらかじめ地方公共団体に届け出なければ

ならない。（P61 2.2.6-（２）-２）で解説） 

⑤-2 ＰＦＩ事業者は、事業を開始した時は地方公共団体へ届け出なければ

ならない。（P61 2.2.6-（２）-３）で解説） 

 

ＰＦＩ事業実施プロセス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 赤枠部分が、ＰＦＩ運営権方式において追加となる手続き。 
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※ ＰＦＩ事業の詳細なスケジュールを、「資料編」P92～に示す。 

P32 P33 P39 P47 P54 P59 P62 P74P44 P57 P61 
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【参考】 

ＰＦＩ手続きの簡易化 

内閣府民間事業等活用事業推進室は、平成 26 年６月「地方公共団体向けサ

ービス購入型ＰＦＩ事業実手続き簡素化マニュアル」を作成し、ＰＦＩ事業

の円滑化・迅速化に資する手続き期間の短縮、事務負担の軽減について示し

ている。 

 

 

 

 
※ 内閣府民間事業等活用事業推進室ＨＰより 

http://www8.cao.go.jp/pfi/shiryo_26wt13.pdf 
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2.2.1 民間事業者からの実施方針への提案 

 

【解説】 

平成 23 年６月１日のＰＦＩ法改正により、民間事業者がＰＦＩ手法を用いた

特定事業を実施しようとする場合に、施設を管理する地方公共団体に対して、

当該特定事業に係る実施方針を定めることを提案できることとなった。 

ＰＦＩ法改正以前は、地方公共団体の発案に対して民間事業者が応募する形

式のみであったが、この法改正により民間事業者の自由な発想・ノウハウを生

かした提案が可能となり、民間事業者のＰＦＩ事業への参入意欲促進が期待さ

れている。 

なお、民間事業者が提案を行う場合には、以下の書類を揃えて提出する必要

がある。 

出典：ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン（内閣府民間資金等活用事業推
進室） 

 
提案を受けた地方公共団体は、当該提案について事業の意義・必要性、実現

可能性等の観点から検討を行い、検討結果がまとまった際には、遅滞なくその

結果を当該民間事業者に通知しなければならないこととなっている。このこと

から、農業集落排水施設を管理する地方公共団体は、民間事業者からの提案の

受付や評価等を適切に行うため、予め窓口の明確化や検討を行うための組織体

制を整備しておく必要がある。 

 

民間事業者からの提案に必要な書類 
通常実施されている可能性調査の項目を踏まえ、以下の内容が基本であると考えら

れる。 
① 特定事業の案 

ア．公共施設等の種類 
イ．公共施設等の設置に関する条件 
ウ．公共施設等の概要 
エ．公共施設等の維持管理・運営業務の概要 
オ．想定する事業スキーム 
カ．事業スケジュール 
キ．リスク分担 

※ なお、民間事業者の判断により、提案の時点で民間事業者が把握している法的
課題（特定事業実施上の規制・制約等）を提出することも可能。 

② 特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果 
③ 評価の過程及び方法 

ア．支払いに関する評価の過程及び方法、事業の採算性の評価等 
イ．サービス水準に関する評価の過程及び方法 

民間事業者は、農業集落排水施設の管理者に対して、実施方針の提案をする

ことができる。 

提案を受けた地方公共団体は、当該提案について検討を行い、遅滞なく、そ

の結果を民間事業者に通知しなければならない。 
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2.2.2 ＰＦＩ事業導入の検討 

 

【解説】 

（１）事業の発案 

農業集落排水事業において、民間の持つ資金、経営能力及び技術的能力を活

用することにより効率的かつ効果的に実施されることが可能であって、民間事

業者に行わせることが適切なものは、ＰＦＩ事業として実施することを積極的

に検討していくことが必要である。 

また、事業範囲の検討にあたっては、地域住民の参加のもとに、より広範な

ＰＦＩ事業について検討することが望ましい。 

更に、民間事業者のＰＦＩ事業への参加意欲を実施方針の策定に先立って、

公募により把握する､民間事業者から広く意見・提案を求める市場調査(マーケ

ットサウンディング)を行うことは、応募者数や事業スキームの検討をする上で

有益である。 

 

（２）事業内容の整理 

施設の基本理念、施設構成、導入すべき機能、事業範囲などの、ＰＦＩ導入

の可能性を把握するために必要な条件を整理し、事業計画として設定する。 

 

事業内容の整理内容（例） 

項 目 整 理 内 容 
処理区の範囲 受益範囲、受益戸数等

建設予定地の現況 土地所有者、敷地面積、用途地域等

施設計画・設計・建設 汚水処理施設、管路施設、資源循環施設等 
業務内容 
（維持管理・運営等） 
 
 

・技術点検
・水質検査 
・汚泥処分 
・清掃     等 

 

（３）ＰＦＩ導入目的の明確化・効果等の整理 

施設の整備目的や事業内容を考慮しながら、サービス水準の向上、事業の安

定的・継続的運営、コスト削減等、ＰＦＩの導入目的を明確にする。 

特に重視する目的について明確化することにより、ＰＦＩ導入の検討段階に

おいて、一貫性のある検討が可能となり、また、事業実施段階において整合性

のとれた入札条件の提示を行うことが可能となる。 

 

 

ＰＦＩ事業導入においては、事業スキームを複数設定し、公共負担額削減の

可能性、住民のサービス向上の実現性、民間事業者の事業参画の見込み、法制

度上及び事業制度上の課題等を調査・検討し、ＰＦＩ事業導入の可能性を総合

的に判定することが望ましい。 
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また、ＰＦＩ導入の効果について、ＰＦＩの特徴の活用や民間事業者の創意

工夫の発揮など、定性的な視点から整理する。 

・ＰＦＩの特徴の活用 

性能発注、設計・建設業務の一括発注、維持管理・運営業務の一括委

託、長期契約、適切なリスク分担等の可能性の規定から整理する。 

・民間事業者の創意工夫の発揮 

民間事業者の技術やノウハウの活用について整理する。 

 

（４）ＰＦＩ事業スキームの検討 

事業形態、事業方式、事業期間について、以下の項目を参考にして検討する。 

１）事業形態 

民間事業者がその投資資金をどのように回収するかという点に着目すると、

事業形態には、利用者からの料金収入によって投資回収を行う独立採算型、

地方公共団体からのサービス対価により投資を回収するサービス購入型、公

共と民間双方の資金を用いて事業運営を行う混合型があるが、農業集落排水

施設の場合、建設を含むＰＦＩ従来方式は、「サービス購入型」の事業形態

が採用されるのが一般的である。 

一方、ＰＦＩ運営権方式は、運営権者が、利用料金等を収入とし、運営、

維持管理、改築更新等の業務を実施するため、「独立採算型」の事業形態と

なるが、施設の利用状況等にあわせて「混合型」や「指定管理者制度等との

組み合わせによる方法」がある。 

 

２）事業方式 

ＰＦＩ従来方式においては、ＢＴＯ方式又はＢＯＴ方式等が中心となるが、

以下に示す項目等を検討し、当該地区条件に適した事業方式を採用する。 

 

事業方式の選択時の主な留意点 

項 目 内  容 
法令面 所有や運営等の主体にかかわる法令上の制限の有無を確認する必要があ

る。農業集落排水施設に関しては、所有が地方公共団体に限定されないた
め、ＢＴＯ方式又はＢＯＴ方式となる。 

リスク管
理面 

施設の所有権が民間事業者にある場合、施設の維持・補修など所有に伴
うリスクが民間事業者に移転する。また、所有権の有無により利用の自由
度が増すなど、事業のコントロールのしやすさが異なるため、事業者の創
意工夫が発揮しやすい事業方式を選択する必要がある（修繕等については、
民間が施設を所有するＢＯＴ方式の方が、自由度が高い）。 

コスト面 民間事業者が施設を所有した場合、交付金が交付されないことがあり、
また、新たな税負担を生ずることがあるため、これらを考慮し、コスト上
最も有利な事業方式を選択することが望まれる（ＢＯＴ方式の場合、ＢＴ
Ｏ方式では課税されない固定資産税等の支払いが発生する）。 

その他 

 

施設の耐用年数と事業期間の関係、地方公共団体の関与のしやすさ、事
業破綻時の対応のしやすさ等から、所有の形態を検討する必要がある（事
業破綻時には、地方公共団体が施設等を所有するＢＴＯ方式の方が対応し
やすい）。 
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（５）事業期間 

１）ＰＦＩ従来方式 

事業期間については、以下の項目等を総合的に評価し、検討する。 

農業集落排水施設整備においては、設備機械の耐用年数が 15 年であること、

また金融市場での固定金利による資金調達可能な期間が 10～15 年とされてい

ることから、事業期間を 15～20 年程度に設定することが考えられる。 

ただし、施設機能や維持管理に創意工夫があり優れていると判断されるな

どの場合は、事業期間を延長することも有効である。 

 

２）ＰＦＩ運営権方式 

ＰＦＩ運営権方式の事業期間に法令上の制限はなく、また、地方公共団体

の債務負担行為期間の上限については法令上の制約はない。運営権者が安定

的にその技術力やノウハウ、事業を効率化・最適化していくためには、一定

以上の事業期間（15～20 年程度）が必要と考えられる。 

その際には、事業の対象となる施設の耐用年数や改築更新事業の発生時期

を総合的に勘案して、事業期間を設定することが重要である。 

 

事業期間の設定時の主な留意点 

項 目 内  容 
施設の耐
用年数 

施設の耐用年数を大幅に上回って事業期間を設定する場合、大規模な修繕
や施設更新についての費用や時期の想定が困難となることが考えられる。そ
のため、リスクが大きくなり、民間事業者の参画を阻害することもありうる。
従って、事業期間の設定は、耐用年数を目安として、検討する必要がある。

資金調達 事業期間が長くなると、民間事業者が固定金利で資金調達することが困難
になることが考えられるため、留意する必要がある。 
（現在の金融市場では、固定金利での資金調達可能な期間は10～15年とされ、
また途中での金利改定を前提とした場合でも30年が上限とされている。） 

公共負担
額軽減 

事業期間を数ケース設定し、地方公共団体の財政負担ができるだけ軽減さ
れるケースを検討する必要がある。 

その他 事業環境の変化等を考慮し、安定的な需要が見込める範囲内で事業期間を
設定する必要がある。 

 
（６）リスク分担の検討 

１）共通事項 

リスク分担の検討は、特定事業の選定時に行われるが、事業の発案時の段

階では重要なリスクのみ検討を行う。 

計画・設計段階から維持管理・運営段階まで想定されるリスクを抽出し、

農業集落排水事業のリスク分担を明確にした上で、ＰＦＩで行う場合のリス

ク分担を検討する。検討にあたっては、地方公共団体・民間事業者のうち、「リ

スクを最も適切に管理できるもの」(注)がそのリスクを負担することが原則と

されていることに留意する必要がある。 

 

（注）ＰＦＩ基本方針 三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に

関する基本的な事項４－(4)参照 
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具体的なリスクを分担する者については、ＰＦＩ事業におけるリスク分担

等に関するガイドライン（内閣府民間事業等活用事業推進室）に以下のよう

に整理されている。 

【リスクを分担する者】 
リスクを分担する者 公共施設等の管理者等と選定事業者のいずれが、 
・リスクの顕在化をより小さな費用で防ぎ得る対応能力 
・リスクが顕在化するおそれが高い場合に追加的支出を極力小さくし得る対応

能力 
を有しているかを検討し、かつリスクが顕在化する場合のその責めに帰すべき事由
の有無に応じて、リスクを分担する者を検討する。 

 

２）ＰＦＩ運営権方式 

ＰＦＩ運営権方式では、既に整備された施設を活用することから、施設の

故障等が生じた場合に、それが民間事業者の帰責事由に基づくものなのか判

断がつかない場合が想定される。このため、機能診断調査等を実施し現在の

施設状況を整理して示す必要がある。 

また、ＰＦＩ運営権方式では、運営権者である民間事業者が料金徴収を行

うこととなっているものの、利用者との間で信頼関係を築くには時間を要す

ることが想定されるため、当初段階では地方公共団体も協力する体制を作る

ことが望ましい。 

 

（７）民間事業者から広く意見・提案を求める市場調査（マーケットサウンディ

ング） 

これまでの検討結果について、事業の妥当性や民間事業者の参入意欲等を確

認し、ＶＦＭ検討の前提条件を確定するため、当該ＰＦＩ事業に参画すると想

定される民間事業者等に、ヒアリングを実施する。 
 

ヒアリングの概要 
項 目 内  容 

ヒ ア リ ン
グの対象 

・主たる業務を行う業種の事業者 
・応募グループの代表企業となる可能性のある事業者 

（商社、リース会社、建設会社等） 
・ＰＦＩ事業に融資を行う可能性のある金融機関 

ヒ ア リ ン
グの内容 

・ＰＦＩ導入範囲の妥当性 
事業性、技術面、リスク管理面等の視点からみて、民間事業者に任せること

ができる業務であるかどうかを確認する。 
・ＰＦＩ事業スキーム（事業方式、事業期間等）の妥当性 

民間事業者のリスク管理面からみて、実現可能かどうかを確認する。 
・資金調達 

事業の安定性、事業期間等から、資金調達が可能な条件設定となっているか
を確認する。 

・リスク分担の妥当性 
民間がコントロール可能なリスク分担となっているか、過大なリスク設定と

なっていないかを確認する。 
・応募等のスケジュール面での意見の確認 

民間事業者の参画が可能な応募・選定スケジュールについて、民間事業者の
意見を確認する。 

留意事項 導入の検討段階でのヒアリングは、公平性の確保の観点から、情報の取扱いに
十分に注意する。ヒアリングを受けた事業者が入札等にあたって有利にならない
よう、回答に必要な最小限の事業内容のみを民間事業者に示すなどに配慮する。
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（８）改築更新工事の取扱い 

（ＰＦＩ運営権方式） 

１）地方公共団体が策定する計画等と民間事業者が行う改築更新工事の関係 

運営権者である民間事業者が行う改築更新工事は、全体事業計画の範囲内

で実施する必要がある。 

さらに、当該改築工事についての交付金を活用する場合の交付申請にあた

っては、従前どおり管理者が申請することとなる。 

したがって、上記計画の策定・変更や交付申請に際しては、管理者である

地方公共団体と民間事業者が適切に調整することが望ましい。 

 

２）改築更新工事の契約への盛り込み方 

ＰＦＩ運営権方式における、改築更新工事の契約への位置付けについては、

以下のような取り扱いとすることが想定される。 

まず、事業期間全体にわたっての、交付金相当額等を含む想定事業費の上

限額について当初契約の事業者選定時に競争を通じて定める。契約期間中は

原則としてこの上限金額の範囲内で必要な改築更新工事を実施することとな

る。 

 

民間事業者と地方公共団体が締結する当初契約には、「民間事業者は事業

期間中に必要となる工事について、地方公共団体と協議の上実施する」こと

を規定しておき、個別の工事ごとに民間事業者と地方公共団体との間で工事

実施契約を締結する必要はないものと考えられる。 

 

なお、交付金を活用する改築更新工事の実施において、交付金が交付され

ない等の事態が発生する場合には、要求水準の見直しを含めて柔軟に協議等

を行う必要があるものと考えられる。 

 

（９）情報の整備 

（ＰＦＩ運営権方式） 

ＰＦＩ運営権方式は既存施設の維持管理を中心として実施するため、地方

公共団体は、事業でこれまで行われてきた投資や運営等の内容を把握するこ

とを通じて、民間事業者の事業への参加の判断や、事業期間中の改築更新の

具体的な提案を行うことが可能になる。 

 

 

 

 

 

※ 情報の整備にあたっての内容については、「資料編」P94～を参照のこと。 
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【参考】 

ＰＦＩ事業実施にあたっての国の支援 

ＰＦＩ事業を実施するにあたっては、導入可能性調査のための支援、対象

施設の建設に要する費用の無利子融資等を活用することが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ＰＦＩ事業実施にあたっての国の支援内容については、「資料編」P96 を参

照のこと。 
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2.2.3 実施方針の策定・公表 

【解説】 

（１）ＰＦＩ従来方式 

１）実施方針の内容 

実施方針には、ＰＦＩ法第５条第２項の規定に基づき、以下の特定事業に

係る事項を定める必要がある。 

 

【特定事業に係る事項】 
① 特定事業の選定に関する事項 
② 民間事業者の募集及び選定に関する事項 
③ 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 
④ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 
⑤ 事業契約（選定事業（公共施設等運営事業を除く。）を実施するため公共施設等
の管理者等及び選定事業者が締結する契約をいう。以下同じ。）の解釈について疑
義が生じた場合における措置に関する事項 

⑥ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 
⑦ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

 

なお、ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン（内閣府民間資金等

活用事業推進室）、地方公共団体向けサービス購入型ＰＦＩ事業実施手続き簡

素化マニュアル（内閣府民間資金等活用事業推進室）では以下のとおりとな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＦＩ事業を実施する際、「特定事業の選定」を行う前に、必ず実施方針の策

定・公表を行わなければならない。実施方針の公表は、公平性及び透明性の確

保の観点から、当該事業に関する情報が早くかつ広く周知されるよう、なるべ

く早い段階で行うことが重要である。 
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実施方針に記載する主な内容 
記載事項 記載内容 

① 特定事業の選定に関する事項 ・事業名称、施設管理者等名称、ＰＦＩ事業の対象施
設・範囲、民間事業者の収入、事業期間及び事業期
間終了時の措置、事業方式等、選定結果及び選定に
おける客観的評価の公表方法等 

② 民間事業者の募集及び選定に関す
る事項 

・事業者の選定方法、評価方法、応募及び選定の日程、
応募者の構成、応募者の資格等 

③ 民間事業者の責任の明確化等事業
の適正かつ確実な実施の確保に関
する事項 

・責任の明確化の考え方、予想されるリスクと責任
分担、監視等 

④ 農業集落排水施設の立地並びに規
模及び配置に関する事項 

・性能保証値：想定汚水量･流入水質、計画放流水質
・管路施設：対象家屋等 
・汚水処理施設・資源循環施設：対象敷地、敷地面積
・施設全般：施設整備・維持管理・運営条件、敷地貸

与条件、必要な許認可 
⑤ 実施方針等に基づき策定された公

共施設の事業計画又は契約の解釈
について疑義が生じた場合におけ
る措置に関する事項 

・協議の実施に関すること、仲裁・裁判手続きへの移
行等 

⑥ 事業の継続が困難となった場合に
おける措置に関する事項 

・事業者の債務不履行の場合の措置、市町村等の債務
不履行の場合の措置、その他事業の継続が困難とな
った場合の措置、金融機関との協議等 

⑦ 法制上及び税制上の措置並びに財
政上及び金融上の支援に関する事
項 

・法制上、税制上等の支援に関すること 

⑧ その他特定事業の実施に関し必要
な事項 

・契約締結の手続き、長期債務負担行為の設定、応募
に伴う費用負担、質問又は意見の受付及び回答、市
町村の担当部署等 

 

 

 

【業務の対象範囲】 

農業集落排水施設整備における主な業務内容を以下に示す。 

用地交渉等の業務については、業務範囲とする場合もある。 

〈主な業務内容例〉 

① 計画段階 

・本事業実施のためのＳＰＣの設立 

② 設計・施工段階 

・農業集落排水施設等の設計及びその関連業務 

（測量、土質調査、埋設物調査等） 

・農業集落排水施設等の建設及びその関連業務 

・建築確認等の手続関連業務 

③ 運営・維持管理段階 

・農業集落排水施設等の運転・維持管理業務 

・汚泥の適正な利用又は適正な処理（し尿処理場への運搬等） 

・環境管理業務（環境基準の遵守） 

・業務実施状況報告業務 

※ ＰＦＩ従来方式の実施方針例を、「資料編」P120～に示す。 
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２）実施方針策定の留意点 

実施方針策定に当たっては、以下の点に留意する。 

① 事業範囲は、農業集落排水事業を基本とするが、地域住民参加のもと、

付帯施設等の広範な事業について検討することが望まれる。 

② 選定事業における農業集落排水施設等の管理者等の関与、リスク及びそ

の分担等についての考え方をできる限り具体的に明らかにする。 

③ 民間事業者にとって特定事業への参入のための検討が容易になるよう、

次の事項については、なるべく具体的に記載する。 

・特定事業の事業内容 

・民間事業者の選定方法 

・選定事業の実施に当たって必要な許認可等 

・選定事業者が行い得る施設等の維持管理又は運営の範囲 

・適用可能な選定事業者への融資等 

・民間事業者の選定段階において提示する「要求水準書」の素案 

④ 実施方針の策定や特定事業の選定にあたって、建設資材や労務費等の

所要の情報を得るため市場調査を実施することが考えられる。この場合、

調査内容・方法によっては、当該ＰＦＩ事業に関する情報が特定の民間

事業者のみに流出する危惧があるため、市場調査の実施にあたっては配

慮が必要である。 

⑤ 環境対策など、施設建設段階において対応が必要な施策については、

具体的に記載することが必要である。 

 

３）実施方針公表の留意点 

実施方針の公表に当たっては、以下の事項に留意する。 

① 実施方針公表後、民間事業者等からの意見を受け付け（場合によって

は質問や意見を複数回受け付け）、必要に応じ特定事業の選定・民間事業

者の募集に反映することが適当であるため、これらに配慮したスケジュー

ルの設定が必要である。 

② 実施方針公表後の民間事業者等からの発案や意見を踏まえ、特定事業の

選定までに当該実施方針の内容（事業内容、リスク分担のあり方等）を見

直し、実施方針の変更を行うことも考えられる。 

③ ＰＦＩ事業では契約書で実施内容が規定されることが多いことから、事

業内容をわかりやすくするとともに、手続き等を円滑に進めるため、実施

方針の段階で契約書案を添付し公表することが望まれる。 
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４）行政財産の取扱い 

農業集落排水事業における当該施設の用地は、ＢＴＯ方式で行う場合、行

政用地として、ＢＯＴ方式で行う場合、事業期間中は民間用地又は行政用地

（貸与等）として位置付けられる。 

 

５）競争的対話方式の活用（任意手続き） 

実施方針の作成のため、事業スキーム、資金調達スキーム、運営方法等多

面的な観点から幅広い提案を求める必要がある場合、ＰＦＩ事業実施プロセ

スに関するガイドライン(内閣府民間活用等事業等推進室)に記載されている、

競争的対話方式の活用が考えられる。 

 

競争的対話とは、実施方針作成・調整のために、地方公共団体が民間事業

者と契約に関わる内容の確認・交渉を行い、その結果に基づき実施方針を作

成・調整し、募集内容に関する管理者の意図が応募者に的確に伝わるように

する手続きである。 
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（２）ＰＦＩ運営権方式 

１）実施方針の内容 

ＰＦＩ運営権方式の実施方針には、ＰＦＩ法第 17 条の規定に基づき、ＰＦ

Ｉ従来方式に追加して以下の特定事業に係る事項を定める必要がある。 

 

【ＰＦＩ従来方式の特定事業に係る事項に追加する事項】 
① 選定事業者に公共施設等運営権を設定する旨 
② 公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容 
③ 公共施設等運営権の存続期間 
④ 第 20 条の規定により費用を徴収する場合には、その旨（あらかじめ徴収金額を

定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額） 
⑤ 第 22 条第１項に規定する公共施設等運営権実施契約に定めようとする事項及び

その解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 
⑥ 利用料金に関する事項 

 

なお、公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン（内

閣府民間活用等事業等推進室）では以下のとおりとなっている。 

 
ＰＦＩ従来方式の実施方針に追加記載する主な内容 

記載事項 記載内容等 

① 選定事業者に運営権を設定する事項 ・業務内容、業務範囲 

② 運営権に係る公共施設等の運営等の内容 ・設定範囲を含み、民間事業者が参入するか否かを決めるこ
とが可能となるような内容 

③ 運営権の存続期間 ・存続期間については、提案によることが想定される場合や
延長オプションを想定する場合には、その可能性を踏ま
え、その旨を記載 

④ 費用又はそれ以外の金銭の負担を求める
場合にはその旨の理由 

・ＰＦＩ法第20条に規定する費用又はそれ以外の金銭の負担
を実施契約に基づき運営権者に求める場合にはその旨 

・あらかじめ負担額を定める場合は、負担を求める旨及びそ
の金額 

・負担額は、民間事業者による提案や、管理者等と選定事業
者との協議により決定されることが想定されることから、
必ずしも実施方針に明記する必要はない。なお、実施方針
に民間事業者の金銭の負担に係る評価の考え方等を記載
することも考えられる。 

⑤ 実施契約において定めようとする事項及
び実施契約の解釈について疑義が生じた場
合における措置に関する事項 

・リスク分担については、民間事業者の提案によることが想
定されることから、これらの可能性を踏まえる。 

⑥ 利用料金に関する事項 ・運営権者の自主性と創意工夫が尊重されることが重要であ
り、特定の者に対して不当な差別的取り扱いをするもので
はないこと、社会的経済的事情に照らして著しく不適切で
あり、公共施設等の利用者の利益を阻害するおそれがある
ものではないことに留意し、適切な利用料金の上限、幅な
どについて条例等で規定する。 

⑦ 運営権を移転する場合、移転の条件を定め
る 

・実施方針に照らして適切であることを確認する必要がある
ため、移転の条件を定める。 

・従前の指定管理者の指定の取消しの議決を条件とすること
も考えられる。 

⑧ 株式譲渡に関する方針がすでに定まって
いる場合は当該方針 

－ 

⑨ 民間事業者の選定方法 － 

⑩ その他運営事業の実施に関し必要な事項 － 

 
 
 ※ ＰＦＩ運営権方式の実施方針例を、「資料編」P148～に示す。 
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２）実施方針に関する条例の制定 

ＰＦＩ運営権方式を採用しようとする場合、ＰＦＩ法第 17 条（公共施設等

運営権に関する実施方針における記載事項の追加）及びＰＦＩ法第 18 条（実

施方針に関する条例）の規定により、実施方針に関する条例を制定する必要

がある。 

 

また、実施方針に関する条例には、以下の事項について定める必要がある。

ただし、詳細な事項については実施方針にて定めるものとし、条例には、実

施方針策定時の阻害とならないように、その大枠を定めるものとなる。 

 

【実施方針に関する条例に定める事項】 
① 民間事業者の選定の手続き 

（総合評価落札方式、公募型プロポーザル等の競争性のある随意契約等） 
② 公共施設等運営権者が行う公共施設等の運営等の基準（関係法令の順守） 
③ 業務の範囲 
④ 利用料金に関する事項 
⑤ その他必要な事項 

 

上記の「④利用料金に関する事項」については、特定事業に係る利用料金の上

限、幅、変更方法等を規定する必要がある。 

実施方針で規定された利用料金により、民間事業者が自らの収益として利用料

金を徴収することとなるが、規定された利用料金により、事業運営し決算上の利

益が生じることについては、利益の規模や存続期間等に応じて、地方公共団体と

民間事業者との間で適切に協議することが必要である。 

更に、利用料金が、物価変動や当初契約時に想定されなかった法令改正等によ

り、規定された上限を超える改定が必要となる可能性が考えられることから、地

方公共団体と民間事業者が物価変動等について定期的に協議を行う等、利用料金

改定に関する事項を予め規定すること等が重要である。 
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 ３）情報の精査（デューデリジェンス） 

実施方針公表時に、図面や台帳等の詳細なデータを応募者である民間事業

者に開示し、民間事業者は、開示された情報を精査（デューデリジェンス）

することにより、民間事業者の準備が進めやすくなり、円滑な事業実施手続

きを行うことができる。 

 

① 民間事業者への情報提供 

ＰＦＩ運営権方式は、既存の施設や事業を中心として実施されるものであ

り、応募者が提案に基づいた質の向上による効率的な事業の実施や運営事業

の安定的実施には、詳細なデータを応募者に開示し、応募者は開示された情

報を精査することが不可欠である。 
このことから、実施方針等の策定に先立って、民間事業者から公募等によ

り、広く意見・提案を求める市場調査（マーケットサウンディング）を行い、

民間事業者のＰＦＩ事業への参加意欲を把握することが望まれる。 

 
実施方針公表時に、マーケットサウンディング時よりも更に詳細なデータ

を応募者である民間事業者に開示することで、民間事業者は、開示された情

報を精査できる。このことにより、民間事業者の準備が進めやすくなり、円

滑な事業実施手続きを行うことができる。 
なお、民間事業者への情報提供にあたっては、公平に資料を開示すること

により、競争性及び公平性を担保することが重要である。 
 

② 情報の提供方法等 

情報の提供にあたっては、地方公共団体のホームページにより公表される

のが一般的であるが、図面や台帳等の情報がデータ化されていない場合は、

庁舎内等に開示するための閲覧場所を設け情報の提供を行う。 
場合によっては、民間事業者による対象施設の現地調査を実施する方法が

考えられる。民間事業者は、資料を精査し、その結果を基にリスク等の推定

及び応募の可否について検討する。 
 

開示資料は本来管理者である地方公共団体が作成するものであるが、地方

公共団体のみで用意・作成することが困難な場合には、外部機関や外部有識

者を活用する方法が考えられる。 
財務情報については地方公営企業法に基づく会計方式を導入している団

体等であっても、台帳等の情報が民間事業者の将来想定収支の見積り等に耐

えうる資産単位であり、かつ、十分な精度での記載となっているか等につい

て、外部専門機関や有識者による意見又は確認等を必要に応じて活用するこ

とが考えられる。 
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ただし、ＰＦＩ運営権方式において、地方公共団体が指定管理者制度を用

いて施設の維持管理・運営を行う場合は、処理施設台帳等の整理の必要はな

くなる。 

 
情報の精査において提示が想定される項目（参考） 

項    目 内    容

財務諸表 

企業会計適用の場合 損益計算書、貸借対照表、収益費用明細書、固定資産明
細書、企業債明細書（遡れる限り過去からの情報を提供）

企業会計非適用の場
合 

歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書(実質収支に
関する調書、財産に関する調書）（遡れる限り過去から
の情報を提供） 

その他 財務諸表に記載のない詳細な情報（設備投資額の推移な
ど） 

設計・竣
工の状況 設計・竣工図書 

土木：構造図、配筋図、仮設図、構造計算書など 
建築：意匠図、構造計算書、数量計算書など 
機械：フロー図、平面図、断面図、設計計算書など 
電気：単線結線図、システム構成図、計装フロー図など

維持管理
状況 維持管理年報 処理水・汚濁量等、水質検査結果等、汚水量実績等、管

路管理実績（遡れる限り過去からの情報を提供） 

施設情報 

処理施設台帳 

土木・建築施設の詳細な情報（竣工年、更新年、面積、
取得価格、耐用年数、簿価、建設改良費・維持修繕費の
推移、位置図、写真等） 
機械電気設備詳細（竣工年、更新年、面積、取得価格、
耐用年数、簿価、建設改良費・維持修繕費の推移、位置
図、写真等） 

管路施設台帳 

管路平面図、施設情報（設置年、スパン長、管径、材質、
土被り等） 
維持管理履歴（点検周期、点検内容、修繕履歴、管路内
調査結果等） 

機能診断結果及び最
適整備構想 

各施設（管路施設、鉄筋コンクリート構造物、機械・電
気設備等）の機能診断調査の結果及びそれに基づいて策
定された最適整備構想 

法務 管理者の契約関係 管理者が第三者と締結している契約等の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン（平成26
年3月：国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部）を基に作成 
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2.2.4 特定事業の評価・選定・公表 

（１）評価・選定・公表の内容 

 

（注）ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン（内閣府民間資金等活用事
業推進室）参照 

 

【解説】 

１）特定事業の評価・選定 

特定事業の評価の考え方は、以下のとおりである。 

① 選定基準の基本的考え方 

特定事業の選定を行うかどうかの評価では、ＰＦＩ事業として実施するこ

とにより、農業集落排水施設の建設（設計を含む。）、維持管理及び運営が効

率的かつ効果的に実施できることが選定の基準となっている。すなわち、 

ア．公共サービスが同一の水準にある場合において、事業期間全体を通じて

公的財政負担の縮減を期待できること。 

イ．公的財政負担が同一の水準にある場合において、公共サービスの水準の

向上を期待できること。 

② 公的財政負担の見込額の算定 

公的財政負担の見込額の算定は、次の事項を踏まえて将来の費用と見込ま

れる公的財政負担の総額を算出し、これを現在価値に換算(注)して評価する。 

ア．財政上の支援に係る支出、民間事業者からの税収その他の収入等が現実

に見込まれる場合においてこれらを調整する等適切な調整を行うこと。 

イ．民間事業者に移転されるリスクをできる限り合理的な方法で勘案すること。 

 

（注）「現在価値に換算」とは、貨幣価値が時間とともに変化する（通常は低下する）
ことを前提として、将来の支出や収入を現在の貨幣の価値に換算することである。 

 

③ 公共サービスの水準の評価 

公共サービスの水準の評価は、できる限り定量的に行うことが望まれる。

ただし、定量化が困難なものを評価する場合においては、客観性を確保し

たうえで定性的な評価を行う。 

 

 

 

実施方針を策定・公表した後、ＰＦＩ法第７条に基づく特定事業の選定を行

うかどうかの評価を行う必要がある。この評価の結果、実施可能性等を勘案し

た上で、ＰＦＩ事業として実施することが適切であると認める事業については、

特定事業の選定(注)を行うこととする。そして、特定事業の選定を行ったときは、

その判断の結果を評価の内容とあわせ、速やかに公表する。 
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２）選定結果の公表 

特定事業の選定結果等の公表においては、以下のとおりとする。 

① 公的財政負担の見込額については、原則として公表することとする。た

だし、当該見込額を公表することにより、その後の入札等において正当な

競争が阻害される恐れがある場合等には、公的財政負担の縮減の額又は割

合の見込みのみを示すこととしても差し支えない。 

② 公共サービスの水準について定性的な評価を行った場合は、その評価の

方法と結果を含めて公表する。 

③ 公表に当たっては、民間事業者の選定その他農業集落排水施設の整備等

への影響に配慮しつつ公表する。 

④ 事業の実施可能性等についての客観的な評価の結果等に基づき、特定事

業の選定を行わないこととしたときも、同様に公表する。 

⑤ 選定又は不選定に係る評価の結果に関する詳細な資料については、民間

事業者の選定、その他農業集落排水施設の整備等への実施への影響に配慮

しつつ、適切な時期に適宜公表する。 
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※ ＶＦＭ算定にあたっての留意点については、「資料編」P97～を参照のこと。 

（２）ＶＦＭの検討 

１）ＰＦＩ従来方式 

 

 

 

【解説】 

① ＶＦＭが実施される段階 

ＶＦＭは、「特定事業の選定」の段階で実施される。 
実施方針の公表後に民間事業者からの意見等を踏まえて事業計画を確定

し、特定事業の選定時にリスク調整を行った上で精査することとなる。 
 

【ＶＦＭが実施される段階】 
特定事業の選定 

 

 

 

 

 

② ＶＦＭ算定の仕組み 

ＶＦＭは、定量的評価と定性的評価の２つで判断され、ＰＦＩを導入する

か否かは、ＶＦＭの有無で判断する。 

定量的評価におけるＶＦＭは、 

・地方公共団体が直接実施する場合の負担額の現在価値（＝ＰＳＣ） 

・ＰＦＩを導入する場合の地方公共団体の負担額の現在価値化（＝ＰＦ

ＩのＬＣＣ(ライフサイクルコスト)）」 

の比較によって算出される。 

なお、ＶＦＭの算定にあたっては、実情に合った地方公共団体の職員人件

費等を十分考慮する必要がある。 

 

 

 

ア．地方公共団体が直接実施する場合の地方公共団体負担額の現在価値(=ＰＳＣ) 

ＰＳＣは、地方公共団体が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公

的財政負担の見込額の現在価値額である。 

ＰＳＣの算定にあたっては、地方公共団体自ら実施する場合にその時点

で採用すると考えられる事業形態を想定して計算する。 

例えば、事業の一部を請負や委託によって民間事業者に実施させる事業

については、その事業形態を想定し、その費用を見積もる必要がある。 

ＰＦＩ従来方式のＶＦＭの検討は、基本的には定量的評価に基づき、特定事

業の選定段階で行う。 

リスク調整（定性・定量的評価）
その他評価（定性的評価） 
ＶＦＭ評価

従来地方公共団体が負担していたリス
クのうち民間に移転したリスクを把握
し、定量化し貨幣価値に換算する。また
定量化できないＰＦＩ導入のメリット
等を定性的に評価する。その上で、ＶＦ
Ｍを総合的に評価する。 
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【ＰＳＣの算定方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．ＰＦＩを導入する場合の地方公共団体負担額の現在価値化(＝ＰＦＩのＬＣＣ) 

ＰＦＩのライフサイクルコスト（ＬＣＣ）は、ＰＦＩ事業として実施す

る場合の事業期間全体を通じた地方公共団体の財政負担の見込額の現在

価値である。 

ＰＦＩは、公共施設等の設計、建設、維持管理・運営等を一部又は一体

的に扱うことによって、コストの削減等が期待できるものであるため、Ｐ

ＦＩのＬＣＣの算定にあたっては、ＰＦＩ事業者がそれらの段階の全てを

一元的に行うことを想定する。なお、設計・建設・維持管理・運営の一部

の段階を、ＰＦＩ事業の対象としている場合には、対象とする段階を一元

的に行うことを想定する。 

 

 

 

 

 

第１段階 

・年度毎に設計・建設・維持管理・運営

等の経費を積み上げる。 
・企画段階や事業期間中における人件費

や事務費等の間接コストも、極力経費に

算入する。 

第２段階 

・設計・建設・維持管理・運営等の段階

毎のリスクと、各段階に分別出来ない事

業全体のリスクを、個別に定量化して算

入する。 

第３段階 

・委託業者等からの税収その他の収入が

確実にあると見込まれる場合には、その

収入の額を減じる。 

第４段階 

・各年度の財政負担となる事業費用の額

を、現在価値に換算し、その総額を求め

る。 

経費の積み上げ 

                    リスク 
                     調整額 

 
  

現在価値 
への換算 

適切な 
調整額  



 

－51－ 

※ ＰＦＩ従来方式のＶＦＭの試算例を、「資料編」P141～に示す。 

【ＰＦＩのＬＣＣの算定方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各年度の財政負担となる事業費用の額 
を、現在価値に換算し、その総額を求 
める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１段階 

・年度毎にＰＦＩ事業者が負担する設

計・建設・維持管理・運営等の経費を

推定し、積み上げる。 
・経費の積み上げの中には、ＰＦＩ事業

者が求める適正な利益や配当も算入す

る。 
・なお、企画段階や事業期間中における

人件費や事務費等の間接コストも、極

力経費に算入する。 

第２段階 
・ＰＦＩ事業に対する交付金、割賦金、

維持管理・運営委託費等の地方公共団体
等の負担により行われることが現実に
見込まれる場合には、その額を算入す
る。 

第３段階 

・ＰＦＩ事業者等からの税収その他の収

入が現実にあると見込まれる場合には、

その収入の額を減じる。 

第４段階 

経費の積み上げ 

                    適切な 
                     調整額 

  
現在価値 
への換算 

適切な 
調整額  
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２）ＰＦＩ運営権方式 

 

 

 

【解説】 

公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン（内閣府

民間活用等事業等推進室）によれば、定量的に評価できないリスクが一定程

度存在することが考えられることから、定量的評価でＶＦＭがない場合であ

っても、定性的評価により、総合的にＰＦＩ事業としての実施の適否を判断

することが考えられると説明されている。 

なお、定性的評価を行うにあたっては、地域の特性等を踏まえつつ重要視すべ

き評価の項目を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＦＩ運営権方式は、ＶＦＭの定量的評価が困難な場合には、定性的評価に

より総合的にＰＦＩ事業としての実施の適否を判断することも可能である。 



 

－53－ 

【定性的評価（例）】 

農業集落排水施設の運営にあたっては、コスト削減のみを重視するのではな

く、施設の性質上、住民の安全・安心、処理の安定性・継続性等を確保するた

めに、施設の実情と照らし合わせ、サービスの質の評価を行う。 

 

（１）評価項目・評価状況 

「○」：他方より明らかにメリットがある事項 

 

（２）評価結果 

従来行われてきた事業方式とＰＦＩ運営権方式では、他方よりメリットを有

すると判断できる項目はＰＦＩ運営権方式が多い。 

上記により、本事業は、ＰＦＩ運営権方式で実施することにより、事業期間

を通じた公共負担の削減、民間事業者の創意工夫による農業集落排水施設運営

の質の向上等が期待されることから、ＶＦＭがあると判断できる。 

 

 

 

 

 

評価項目 従来行われてきた事業方式 ＰＦＩ運営権方式 

（１）安全・安心に関する評価 

 町民の安心感 ○町の関与が大きいため町民の安

心感が得られやすい 

 

事業の透明性 ○情報開示が容易である 〇第三者機関のチェックや適切な

モニタリングにより確保可能 

環境の保全性 ○公共主体であり、基準に対し余裕

を持った運転が可能 

○設備の効率的な維持管理により

環境性能低下が発生しにくい 

リスク分担 ○単年度のためリスク管理が容易 ○リスクを事業者と分担できる 

（２）安定性に関する評価 

 事業の継続性  ○事業期間中は同一の事業者によ

り安定的に事業継続が可能 

事業の質  ○事業経験により創意工夫が発揮

できる 

○長期整備計画に基づく維持補修

により設備の性能維持が期待でき

る 

（３）柔軟性に関する評価 

 

 

 

町施策への対応 ○年度毎の契約見直しにより柔軟

な対応が可能 

 

災害時等の対応 ○公共主体のため柔軟な対応が可

能 

○事業者の人材、技術的支援が期待

できる 

（４）事業の円滑性に関する評価 

 事業者との契約 ○毎年度競争原理が働く ○年度毎の契約事務が省ける 

町職員の配置  ○必要最小限の配置が可能 

財政負担  ○財政負担が平準化できる 
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2.2.5 民間事業者の募集・選定・公表 

（１）民間事業者の募集・選定・公表のフロー 

 

【解説】 

民間事業者の選定方法には、「総合評価一般競争入札（価格だけでなくその他

の条件（維持管理・運営のサービス水準、技術力等）を総合的に勘案して落札

者を決定する入札方式）」「公募型プロポーザル方式（公募により事業契約を希

望する者から事業の内容、価格等について提案書の提出を求め、予定価格の範

囲内で最も優れた提案を行った者と契約を行うもので、契約方式としては随意

契約に分類）」が考えられる。 

民間事業者の募集、選定、公表のフローは、以下を参考とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定事業の選定に続き、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の募集、評価・選

定を行う。そして、民間事業者の選定を行ったときは、その結果を速やかに公

表する。 

民間事業者の募集、評価・選定の基本的な考え方は、以下のとおりである。

① 「公平性原則」にのっとり競争性を担保しつつ、「透明性原則」に基づ

き手続の透明性を確保した上で実施する。 

② できる限り民間事業者の創意工夫が発揮されるよう留意する。 

③ 所要の提案準備期間や契約の締結に要する期間の確保に配慮する。 

④ 応募者の負担を軽減するように配慮する。 

民間事業者の募集入札公告 

入札説明書の配布 

入札公告に関する質問の受付・回答

民間事業者参加表明（申請書・資料の提出）

入札参加資格の確認 

提案書受付（入札） 

審  査 

民間事業者の選定・公表 

入札説明書の作成 
ＰＦＩ事業審査委員会
（必要に応じ設置） 

ＰＦＩ事業審査委員会
（必要に応じ設置） 
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（２）民間事業者の募集・選定 

 

 

 

 

 

【解説】 

スケジュールについては、実施方針公表時にも概略スケジュールを提示する

が、この段階では具体的な日程についても設定し事業スケジュールとして提示

する。事業スケジュールの策定に際しては、参画する民間事業者の準備作業に

要する期間や地方公共団体内部の手続き及び外部アドバイザーの作業工程を勘

案する必要がある。事業スケジュールは民間事業者の対応準備に影響を与える

ため、公表後の修正を回避するよう詳細な事前の検討が不可欠である。 

 

技術提案書要項（要求水準書）は、地方公共団体が意図する公共サービスの

内容・水準・量を的確に表現しているか、また、民間事業者の創意工夫が発揮

される性能規定となっているかという点に留意して策定する必要がある。また、

要求水準書は審査方法やサービス購入料の支払い方法（サービス購入型の場合）

との関連性が高いため、審査方法、サービス購入料の支払い基準、モニタリン

グの指標などと整合性が図られているか留意する必要がある。 

 

事業契約書の策定にあたり留意する事項は以下のとおりである。 

① 要求水準の明確化 

要求する公共サービスの提供において重視すべき点、留意すべき点を明確

にし、公共サービスの質が低下した場合の復帰手順や方法など、要求する水

準で公共サービスを安定的に提供するために必要な事項を明確にする。 

 

② 競争的対話方式の活用（任意手続き） 

技術提案書要項（要求水準書）作成にあたっては、実施方針の作成と同様

に、競争的対話方式を活用することが考えられる。 

手続きとしては、地方公共団体が民間事業者と提案内容の確認・交渉を行

い、その結果に基づき技術提案書要項（要求水準書）を作成・調整し、対話

終了後、技術提案書の提出要請を行うこととなる。 

 

③ リスク分担の明確化 

事業の履行に関わる諸事項の官民間の義務と責任を明確化する。また、規

定した諸事項に関して問題発生時の責任の所在と対応方法を明確化する。リ

スク分担においては、余計な経費が発生しないよう民間事業者と地方公共団

民間事業者の募集に向けて、公募要項（入札説明書）の作成を行う。事業スケジ

ュール、事業計画の内容、技術提案書要項（要求水準書）や事業契約案等の募集

書類を作成し公表する。民間事業者からの提案についての審査は、透明性を確

保するため、基準や選定過程など結果以外の情報についても公表する。 



 

－56－ 

体で各々のリスクが管理可能となるようリスク分担することが基本である。 

事業の現金の流れ（キャッシュフロー）に大きな影響を与える施設完工リ

スクを含む履行の遅延、費用の増加、契約の解除などの発生事由（民間事業

者側の責に帰する事由、地方公共団体側の責に帰する事由、不可抗力や法令

変更による事由）に従って費用負担や賠償条件を明確に取り決める必要があ

る。 

 

民間事業者の審査は、適性資格基準、基本能力基準、事業経営・管理能力

評価基準・事業提案書評価基準などの観点から総合的に評価することが基本

となる。ＰＦＩでは、提案書作成等の準備費用が多額となるため、参画予定

事業者数が多数であると見込まれる場合、応募者全員にその負担を強いると

民間事業者の参加意欲を阻害する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 民間事業者の募集・選定・公表にあたっての詳細については、「資料編」P106

～を参照のこと。 
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（３）民間事業者の選定結果の公表 

１）共通事項 

 

 

 

【解説】 

民間事業者の選定結果の公表にあたっては、評価の結果、評価基準及び選定

の方法に応じた選定過程の透明性を確保するために必要な資料をあわせて公表

する。ただし、公表することにより、民間事業者の権利、競争上の地位、その

他正当な利益を害するおそれのある事項を除く。 

選定されなかった応募者に対し非選定理由の説明機会を設けることは、ＰＦ

Ｉの適切な推進の観点からも必要である。 

 

 

 

２）ＰＦＩ運営権方式 

 

 

 

 

【解説】 

ＰＦＩ運営権方式の場合、民間事業者の選定結果の公表を行った後に、ＰＦ

Ｉ法第 19 条の規定に基づき、公共施設等運営権の設定に対する議会の議決を得

なければならない。 

 

次に、ＰＦＩ法第 16 条の規定に基づき、選定事業者に対して遅滞なく公共施

設等運営権の設定を行う。 

この場合、同法第 19 条に基づき、公共施設等の名称、立地、規模及び配置、

運営の内容及び運営権の存続期間を設定書に記載する。 

管理者である地方公共団体の判断により公共施設等の一部や複数の公共施設

等も設定単位とすることができるため、ＰＦＩ運営権方式で運営権者である民

間事業者に委ねる農業集落排水施設（処理施設、管路施設、その他施設）の範

囲と運営権を設定する範囲を合わせる必要がある。 

 

その後、ＰＦＩ法第 27 条の規定に基づき、内閣府に備える公共施設等運営権

登録簿に登録を行う。具体的手続きについては、公共施設等運営権登録令（平

成 23 年 11 月政令第 356 号）及び公共施設等運営権登録令施行規則（平成 23 年

11 月内閣府令第 66 号）に準ずる。 

民間事業者の選定結果については、選定過程の透明性を確保するために必要

な根拠資料を公表する必要がある。 

ＰＦＩ運営権方式の場合、民間事業者の選定結果の公表を行った後に、議会

の議決を得たうえで、選定事業者に対して遅滞なく公共施設等運営権の設定を

行うとともに、公共施設等運営権登録簿に登録する必要がある。 
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（４）債務負担行為の設定 

 

 

 

【解説】 

① 債務負担行為の設定時期 

債務負担行為は、総合評価一般競争入札による場合、原則として入札公告

前に設定する。手続きに時間を要し、債務負担行為設定の翌年度に契約の締

結となった場合には、翌年度に再度、債務負担行為を設定し直す必要がある。 

公募型プロポーザル方式による場合には、契約締結時までに設定する必要

がある。 

 

② 債務負担行為の設定額 

債務負担行為の設定額は、特定事業選定の際のＶＦＭ評価にて算出された、

ＰＦＩ事業の事業期間全体を通じての総事業費が基礎となる。実際の支払予

定額となるため、現在価値に割り引く前の額となることに留意する必要があ

る。 

なお、独立採算型のＰＦＩ事業（ＰＦＩ運営権方式も含む。）を行う場合

にあっては、民間資金により事業運営を行うことから、債務負担行為を設定

する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＦＩ事業で締結される契約は、複数年度にわたる契約となるため、債務負

担行為の設定が必要であり、議会の議決を得る必要がある。 
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2.2.6 事業契約の締結 

（１）共通事項 

１）契約の締結 

 

 

 

【解説】 

契約の締結に関する業務フローは、以下を参考とする。 

落札者（公募型プロポーザルの場合は優先交渉権者）が決定後に、詳細な契

約内容を取り決める。民間事業者からの提案内容を詳細に確認する作業が中心

となり、契約期間に起こり得るあらゆる事態に対処できるような方策や条件を

詰める必要があり、契約手続きまでに時間を要する場合がある。 

 

総合評価入札の場合、契約締結にあたっては、募集の際にあらかじめ明示さ

れた事項や軽微な事項を除き、落札者の入札価格及び入札説明書に示した契約

内容は変更できないことに留意する必要がある。 

 

一方、随意契約である公募プロポーザル方式は、事業内容や契約条件を交渉

で詰めた後、契約する仕組みである。ただし、募集の際に公開した条件に反し

た取決めを事後的に特定企業と行うことは、公平性と透明性の原則に反するた

め、安易な条件変更は慎むべきである。特に契約条件の根幹である価格とリス

ク分担については、変更すべきではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 契約締結時の留意事項等については、「資料編」P114～を参照のこと。 

民間事業者の決定後は、選定された民間事業者と契約条件の交渉を行い、詳

細な内容を取り決めたうえで、契約を締結する。 

選定者の提案内容を踏まえて、詳細な
契約内容を取り決める。 

契約の公開 

ＰＦＩ契約の予定金額のうち、維持管
理・運営等に要する金額を除いた施設
等の買い入れ又は借り入れの金額は議
会の議決が必要な場合があり、その場
合は仮契約を締結した上で、議会の議
決を得る。

正式な契約を締結する。 

地方公共団体の担当部署とＰＦＩ事
業者に融資する金融機関との間で、Ｐ
ＦＩ事業者の事業実態や経営状態等
に関する相互通知義務などを定めた
直接協定を締結する。 

担当部署等が、契約内容を公開する。

契約交渉（文言の明確化） 

仮契約の締結・議会の議決 

契約の締結 

直接協定の締結 
（ＰＦＩ従来方式の場合のみ） 
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ＰＦＩ従来方式の場合、契約締結までの準備事項や金融機関等との事業実施

に係る事項について、直接協定を締結することも考えられる。契約締結までの

準備事項やＳＰＣ（特別目的会社：P87～参照）の設立に向けた基本協定を地方

公共団体と民間事業者の間で締結することや、金融機関等からの借入がある場

合には、地方公共団体と金融機関との間で事業の実施に係る事項を定めた直接

協定を締結することが考えられる。 

 

直接協定（ダイレクトアグリーメント（以下「ＤＡ」という。））は、民間

事業者による選定事業の実施が困難となった場合等に、管理者である地方公共

団体によるＰＦＩ事業の契約解除権行使を融資金融機関等が一定期間留保する

ことを求め、資金供給している融資金融機関等による選定事業に対する一定の

介入（ステップイン）を可能とするための必要事項を規定するものであり、地

方公共団体と融資金融機関等との間で直接結ばれる協定である。要求水準の未

達や期限の延長や利益の喪失等一定の事項が生じた場合の相互の通知義務や運

営権者の発行する株式や有する資産への担保権の設定に対する地方公共団体の

承諾等について規定される。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接協定（DA）

Ｓ Ｐ Ｃ 金融機関 

地方公共団体 

ＳＰＣ構成企業 

サービス購入型の直接協定（ＤＡ） 

融資契約

事業契約 

ＳＰＣ構成企業 協力企業 

個別事業契約 
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（２） ＰＦＩ運営権方式 

１）契約の締結 

 

 

 

【解説】 

公共施設等運営権実施契約については、ＰＦＩ法第 22 条の規定に基づき、地

方公共団体と民間事業者で契約締結を行い、遅滞なく公表する必要がある。 

ＰＦＩ法第 22 条の規定に基づき定める事項は以下のとおり。 

 

【公共施設等運営権実施契約に定める事項】 
① 公共施設等の運営等の方法 
② 公共施設等運営事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 
③ 公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法 
④ 公共施設等の管理者等が、実施方針に従い公共施設等運営権者（公共施設等運

営権に係る公共施設等の建設、製造又は改修を行っていない公共施設等運営権者
に限る。）から、当該建設、製造又は改修に要した費用に相当する金額の全部又
は一部を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法 

⑤ 契約終了時の措置に関する事項 
⑥ 公共施設等運営権実施契約の変更に関する事項 

 

 

２）利用料金の届出 

 

 

 

【解説】 

運営権者である民間事業者は、ＰＦＩ法第 23 条の規定に基づき、利用料金に

ついて実施方針に定める範囲内で、かつ自らが提案書に示した利用料金を、あ

らかじめ地方公共団体に届け出なければならない。 

 

 

３）事業開始の届出 

 

 

 

 

【解説】 

運営権者である民間事業者は、ＰＦＩ法第 21 条の規定に基づき、事業を開始

した時は、遅滞なく、地方公共団体へ届け出なければならない。 

 

 

ＰＦＩ運営権方式の場合、民間事業者は、ＰＦＩ法の規定により利用料金に

ついてあらかじめ地方公共団体に届け出なければならない。 

ＰＦＩ運営権方式の場合、民間事業者は、事業契約に従って事業を実施する

が、事業を開始した時は、ＰＦＩ法の規定により遅滞なく、地方公共団体へ届

け出なければならない。 

ＰＦＩ運営権方式の場合、地方公共団体と民間事業者の契約は公共施設等運

営権実施契約となり、契約締結後、遅滞なく公表する必要がある。 
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2.3 事業実施 

2.3.1 事業の実施 

（１）事業を実施するにあたっての確認事項 

 

 

 

 

 

【解説】 

１）浄化槽管理者としての責務 

農業集落排水施設においては、当該汚水処理施設の所有者、占有者その他

の者で、当該施設の管理について権限を有するものを浄化槽管理者といい、

施設の所有形態により、地方公共団体所有のＢＴＯ方式及びＰＦＩ運営権方

式では市町村長、民間事業者所有のＢＯＴ方式及びＢＯＯ方式等ではＳＰＣ

の代表者とするのが一般的である。浄化槽管理者は、以下の責務を行うこと

となる。 

 

① 技術管理者の設置 

浄化槽管理者は、環境省令に基づき、501 人以上の規模の汚水処理施設を

設置する場合には、保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させる、

技術管理者を置く（浄化槽管理者自ら行う場合を除き）必要がある。このこ

とから、ＰＦＩ事業では、ＳＰＣに環境省令で定める資格を有する技術者を

置くものとする。 

 

② 汚水処理施設の保守点検 

浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年１回（環境省令で

定める場合にあっては、環境省令で定める回数）、保守点検及び清掃を行う

必要がある。 

 

③ 保守点検及び清掃の委託 

浄化槽管理者は、保守点検作業を都道府県知事が浄化槽法に基づき保守点

検業者を登録（以下「登録保守点検業者」という。）していれば登録保守点

検業者に、都道府県知事が登録していない場合は、浄化槽管理士の資格を有

するものが従事する保守点検業者に委託することができる。 

また、清掃作業は、浄化槽清掃業者に委託することができる。 

このことから、ＰＦＩ事業では、ＳＰＣに登録保守点検業者（登録がない

場合は浄化槽管理士）及び浄化槽清掃業者を置くものとする。 

 

事業契約が締結された後、民間事業者は基本方針及び実施方針に基づき、契

約に従い、設計・建設、維持管理、運営を行う。農業集落排水施設の管理者で

ある地方公共団体は、契約に定める範囲内で事業を実施するにあたって、浄化

槽管理者の配置状況、交付金の手続き状況を確認する。 



 

－63－ 

２）交付金の手続 

ＰＦＩ事業においては、民間事業者の施工スケジュール（施工の年度割）

に基づき、地方公共団体が交付金を申請する。年度途中で施工の進捗が変わ

るなどによる工事費の若干の増減については年度当初の金額に関しては変更

しないものとし、増減額が大きい場合は、民間事業者と別途協議を行うもの

とする。 
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（２）災害時等の危機管理対策と対応体制 

 

【解説】 

１）災害、不可抗力発生時 

ＰＦＩ事業運営中に、事業対象となる施設の一部又は全部が被災した場合、

応急対策工事の実施、資機材の確保等、災害時に備えた地方公共団体と民間

事業者の役割分担を予め契約書等で明らかにしておく必要がある。 
災害、不可抗力事象の発生によって、実施契約等に従って行われる業務の

一部又は全部について履行不能となった場合、民間事業者は、その履行不能

の内容の詳細及びその理由について書面をもって直ちに管理者に通知するこ

とを規定することが望ましい。民間事業者は、地方公共団体に通知後、履行

不能状況が継続する間、実施契約等に基づく自己の債務について、当該不可

抗力による影響を受ける範囲において業務履行義務が免除されることを実施

契約に規定する。 
但し、民間事業者は、損害を最小限にする義務を負う必要がある他、不可

抗力事象発生時に緊急に行うべき作業について、可能な限り具体的に役割分

担や手続の検討を行い、実施契約に規定することが望ましい。 
 
２）災害復旧事業で対応する場合 

農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（以下、「暫

定法」という。）に基づく事業等の適用対象に該当する場合においては、地

方公共団体は事業継続措置を行い、交付金や交付税等を原資とした復旧活動

を行う他、民間事業者との実施契約等の見直し、民間事業者による復旧活動

の支援を行うことが妥当である。 
暫定法の適用対象に該当しない場合においては、不可抗力事象によって事

業対象となる施設の復旧にあたって、民間事業者が当該施設に付保することを

義務付けられた保険によって、その損害の全部又は大部分を補填することがで

きないと認められる場合は、管理者が復旧作業等を主体的に行うことが妥当で

あると考えられる。 
 

３）民間事業者が自ら復旧する場合 

一方、以下に該当する場合においては、地方公共団体の事業継続措置なし

で民間事業者自らが復旧を行うことが妥当であるものと考えられる。 
・ 民間事業者が予め加入を義務付けられる保険により損害の補填が可能で

ある場合。 
・ 予め定められた上限幅内において、民間事業者が利用料金を改定するこ

とにより、損害の補填が可能である場合。 
・ 議会の議決により予め定められた上限幅を改定し、新たに設定された上

限幅内において、民間事業者が利用料金を改定することにより、損害の補

填が可能である場合。 

災害、不可抗力事象発生時等の危機管理対策と対応体制をあらかじめ、契約

書に明らかにしておく必要がある。 
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2.3.2 モニタリング 

（１）モニタリング 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

１）共通事項 

① 基本事項 

農業集落排水施設の管理者である地方公共団体は、民間事業者が提供する

サービスや施設の維持管理・運営状況が要求水準書と照合し、適切であるか

否かを判断するため、モニタリング(注)を行うものとする。モニタリングの

内容については、契約で定めておくことが必要である。 

 

（注）ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン（内閣府民間資金等活用事業推
進室）では、次のようなことが例示されている。 

ａ) 民間事業者により提供される公共サービスの水準の監視 
ｂ) 民間事業者からの協定等の義務履行に係る事業の実施状況報告書の定

期的な提出 
ｃ) 民間事業者からの公認会計士等による監査を経た財務の状況について

の報告書（選定事業の実施に影響する可能性のある範囲内に限る。）の定
期的な提出 

ｄ) 選定事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生した
ときは、選定事業者に対し報告を求めるとともに、第三者である専門家
による調査の実施とその調査報告書の提出を求めること 

 
② 公共サービスの水準の監視方法 

ア．設計段階 

地方公共団体は、民間事業者から提出された実施設計図書の内容がＰＦ

Ｉ事業契約、入札説明書等及び技術提案書に適合していることを確認する

必要がある。また、施設設置に必要な手続に関わる書類等の提出を求める。 

施設設置手続き 

建築確認申請、浄化槽設置届等 

 
イ．施工段階 

地方公共団体は、民間事業者から提出された施工計画書（年度別事業費

を含む）及び竣工検査報告書を確認する必要がある。また、必要に応じて

工事現場の確認を行うものとする。 

 

 

 

地方公共団体は、民間事業者が提供するサービスや施設の維持管理・運営状

況が要求水準書と照合し、適切であるか否かを判断するため、モニタリングを

行うものとする。 

なお、ＰＦＩ運営権方式におけるモニタリングは、ＰＦＩ従来方式における

モニタリング項目に加えて、財務状況やサービス水準を評価対象とした項目を

追加する必要がある。 
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ウ．維持管理 

ａ．施設 

地方公共団体は､民間事業者から提出された維持管理計画書(維持管

理方法､設備更新等も含む。）及び維持管理報告書を確認する必要がある。 

また、必要に応じて維持管理状況の確認を行うものとする。 

農業集落排水施設は、適正な維持管理により、汚水等を集水・処理若

しくは循環利用することが求められるため、汚水処理施設及び管路施設

に関してモニタリングを行うものとする。モニタリング方法は、以下の

とおりとする。 

〇 汚水処理施設 

地方公共団体は、民間事業者から機器類、処理水槽躯体、建築物

等の保守点検に関する管理報告書の定期的な提出を求める。 

・機器類：処理方式別の｢維持管理マニュアル｣参照(ＪＡＲＵＳ型

の場合) 

・処理水槽躯体：｢農業集落排水施設のコンクリート劣化点検・診

断・補修の手引き(案)｣参照(ＪＡＲＵＳ型の場合) 

〇 管路施設 

地方公共団体は、民間事業者から管路、中継ポンプ、真空ユニッ

ト等の保守点検に関する管理報告書の定期的な提出を求める。 

 

ｂ．水質 

農業集落排水施設では、農業用用排水路及び公共用水域の水質保全を

図るため、浄化槽法に基づく水質検査を法定検査として実施するほか、

安定した処理機能を維持するために自主的に水質検査を行うものとし

ており、水質のモニタリングを行うものとする。民間事業者から、水質

検査に関する検査結果の定期的な提出を求める。 
 

水質調査項目と回数 

水質調査項目 回  数 採水箇所(参考) 

ＢＯＤ １回／月 流入水、処理水 

ＳＳ １回／月 流入水、処理水 

大腸菌群数 １回／６ヶ月 放流水 

Ｔ－Ｎ １回／月 流入水、処理水 

Ｔ－Ｐ １回／月 流入水、処理水 

※Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐは、脱窒、脱リンを行う施設等の場合に適用
する。 
流入水は原水ポンプ槽又は流量調整槽の流出水、処理水は沈
殿槽の流出水 

 

ｃ．汚泥 

農業集落排水施設で発生する余剰汚泥は適正に処理する必要があり、

汚泥処理に関する報告書の定期的な提出を求める。また、汚泥のコンポ

スト化などリサイクル利用する際は、肥料取締法等の関係法令の基準に

適合する検査結果資料の提出を求める。 
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ｄ．周辺環境への影響 

農業集落排水施設では、臭気や騒音等により農村環境への影響がでな

いようにする必要があり、施設周囲において臭気や騒音状況等を定期的

に確認し、周辺環境への影響が危惧される場合には、臭気又は騒音を測

定する。 
 

２）ＰＦＩ運営権方式 

ＰＦＩ運営権方式においては、ＰＦＩ従来方式における水質管理、施設の

施工・維持管理を重視したモニタリングを行うとともに、農業集落排水事業

の持続性の観点から、財務状況やサービス水準を評価対象としたモニタリン

グ項目として以下の項目を追加する必要がある。 

 
ＰＦＩ運営権方式特有のモニタリング項目の例 

モニタリングの目的 モニタリング項目

健全経営の維持 財務諸表、経営指標

サービス水準の維持 サービス受益者への満足度調査、苦情の状況の
確認、サービス提供状況の実地確認等 

 
また、これらをモニタリングする手法として、以下の事例が考えられる。 

・ 民間事業者から提出された業務報告書（財務諸表、維持管理年報、財務

状況、利用料金収受の状況、流入・放流水質、流入汚水量、ユーティリテ

ィー（光熱量・薬品量・燃料量・消耗品量・通信量）等）の確認。 

・ 民間事業者、管理者又は外部専門機関による物理的な計測（放流水質、

搬出汚泥量、騒音・臭気等）の確認。 

・ 物理的な計測が困難なものは、サービス提供状況の実地確認等（施設機

能の確認等）。 

・ この他、サービス受益者への満足度調査、苦情の状況の確認等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務報告 

（要求水準、財務状況、利用料金徴収状況等） 

民間事業

者 
地方公共団体 

受益者 

（住民） 

報告内容の確認（評価） 

サービス要求・改善要求 

サ
ー
ビ
ス
要

求
・
改
善
要
求

サービス要求・改善要求

サービス提供 

赤矢印（←）は地方公共団体が行うモニタリング 

満
足
度
調
査
・

苦
情
の
確
認 

下請事業

者 

 

業
務
報
告 

履
行
確
認 

満足度調査・苦情の確認

履行確認 履行確認

ＰＦＩ運営権方式のモニタリング手法 
※ モニタリングに関するガイドライン（平成25年9月：内閣府民間資金等活用事業推

進室）を基に作成 
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なお、地方公共団体は、農業集落排水事業の最終責任を負う者として、民

間事業者に事業を任せきりになるのではなく利用者である住民との積極的な

コミュニケーションを継続することが重要である。将来にわたり、持続的な

サービスを提供していく上で、事業規模や料金体系の見直しを行うことも考

えられ、こうした状況を利用者に説明し、理解を得ていくことが必要不可欠

である。 

 

さらに、施設更新の必要性や更新しない場合の将来の問題点、更新に必要

な事業費と資金調達の見通し、更新スケジュール等、地方公共団体が事業を

自ら行う場合と同様に分かりやすく工夫しつつ利用者の住民に説明する必要

がある。 

 

このため、利用者の住民とのコミュニケーションに関する日常的な取組に

関しても、予め契約書等で明らかにしておくとともに、モニタリングにおい

て確認することが必要となる。 
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（２）モニタリング体制 

 

 

 

 

【解説】 

モニタリングに関するガイドライン（内閣府民間資金等活用事業推進室）に

よると、モニタリングの最終責任は管理者にあり、要求水準を満たしているか

の判定及びその結果に基づく評価等は、管理者が自ら行う必要があるが、その

全てを管理者が行う必要はなく、評価のためのデータ収集、分析等については、

外部機関を活用することが可能である。 

 

地方公共団体は必要に応じて、ＰＦＩ法第 28 条の規定に基づき、業務・経理

の状況について報告を求め、実地の調査、必要な指示（改善命令）を行うこと

により、ＰＦＩ事業の適正を期することが可能である。このため、地方公共団

体は、業務の性質を考慮して、必要となる専門家（設計、施工、維持管理、財

務・経理、サービス水準等）を配置することとなるが、地方公共団体内部で知

見や知識が不足する場合、専門的知識を補うことを目的として、外部の専門機

関等を利用することによりモニタリング体制を構築することも有効である。 

 

また、ＰＦＩ事業は事業期間が長期に亘ることから、例えば 10 年毎に管理者

である地方公共団体が自ら開催、又は外部に設置する有識者会議や評価機関に

より、定期的な事業チェックプロセスを設けることも有効である。 

 

モニタリング体制（例） 
【管理者の責任】 

•評価のための外部機関への調査委託 
•運営権者が報告したものの評価 
•運営権者へのサービス改善要求 
 

評価内容 評価者 外部機関等の活用 

設計 管理者 －

施工 管理者 －

維持管理 
施設 管理者 －

水質等 管理者 水質分析の結果報告（採水、分析、報告書作成） 
財務・経理 管理者 経済評価の助言（財務諸表の分析 等） 
サービス水準 管理者 満足度評価の助言（利用者への満足度調査等） 

 

 

 

 

要求水準を満たしているかの判定及びその結果に基づく評価等は、地方公共

団体が自ら行う必要があるが、評価のためのデータ収集、分析等については、

外部機関を活用することが可能である。 
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（３）モニタリングの公開 

 

 

 

【解説】 

農業集落排水施設の管理者である地方公共団体は、当該選定事業の実施に係

る透明性を確保するため、モニタリング等の結果について、必要に応じ住民等

に対し公開することが望ましい（事前に公開する旨、応募要件に明記すること

が望ましい）。 

ただし、公開することにより、民間事業者の権利、競争上の地位、その他正

当な利益を害するおそれのある事項については、あらかじめ契約で合意の上、

これを除いて公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体は、モニタリング等の結果について、住民等に対し公開するこ

とが望ましい。 
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2.4 契約解除 

（１）不可抗力による契約解除 

 

 

 

【解説】 

不可抗力とは、協定等の当事者の行為とは無関係に外部から生じる障害で、

通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしても、なお防止し得ないもので

ある。具体的には、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、津

波、火災、有毒ガス等の自然災害に属するものと、騒乱、暴動、戦争、テロ行

為等の人為災害に属するものがある。 

 

１）ＰＦＩ従来方式 

以下のような対応をとることが考えられる。 

・ 地方公共団体は、民間事業者が建設中の施設の出来高部分を検査し、当

該検査に合格した部分の引渡しを受ける。 

・ 地方公共団体は、民間事業者に対し、当該出来高分に相応する代金及び

これにかかる支払利息を支払う。 

・ 民間事業者が業務を履行できないことによって免れた費用を控除し、民

間事業者が実際に行ったその他の業務の内容に応じた支払いを行う。 

 

２）ＰＦＩ運営権方式 

以下のような対応をとることが考えられる。 

・ 地方公共団体は、民間事業者が改築において施設台帳の変更が必要と

なるその部分について、出来高分を検査し、当該検査に合格した部分の

引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得する。 

・ 地方公共団体は、民間事業者に対し、当該出来高分に相応する代金及

びこれにかかる支払利息を支払う。 

・ 契約が取り消された時点において、既に運営権者が支払った運営権対価

のうち残余の存続期間に対応する部分（運営権対価の過払い分）について

は、返還義務が生じる。 

なお、ＰＦＩ法第 30 条では具体的な算出方法については言及していな

いが、公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン

（内閣府民間活用等事業等推進室）において示されているとおり、公共用

地補償基準の考え方に従い補償することになると見込まれる。 

 

 

 

不可抗力事象発生時には、地方公共団体による事業継続措置の必要性を検討

する必要がある。 
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（２）民間事業者側の帰責事由による契約解除 

 

 

 

 

【解説】 

民間事業者側の事由による契約解除の場合、実施契約で予め合意された違約

金を管理者である地方公共団体に支払う必要がある。当該違約金には、要求水

準未充足状態を補充する費用や再公募にかかる費用等、地方公共団体に生じる

ことが予定される諸費用相当額とする。 

 

地方公共団体が確実に補償を受け、違約金等を回収するためには、契約保証

金の納付、積立金、又は維持管理や運営業務について履行保証保険の付保を求

める等の措置を契約で定めておく必要がある。 

 

ＰＦＩ運営権方式にあっては、ＰＦＩ法第 29 条第１項第１号の規定に該当す

る場合には、地方公共団体は、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の

停止を命ずることができる。 

 

【公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる事項】 
イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営権者となったとき。 
ロ 第９条各号のいずれかに該当することとなったとき。 
ハ 第 21 条第１項の規定により指定した期間（延長があったときは、延長後の期間）

内に公共施設等運営事業を開始しなかったとき。 
ニ 公共施設等運営事業を実施できなかったとき、又はこれを実施することができな

いことが明らかになったとき。 
ホ ニに掲げる場合のほか、公共施設等運営権実施契約において定められた事項につ

いて重大な違反があったとき。 
ヘ 正当な理由がなく、前条の指示に従わないとき。 
ト 公共施設等運営事業に関する法令の規定に違反したとき。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要求水準が未達成の期間が継続的に発生したり、財務的な理由で事業継続が

不能状態が発生等、民間事業者側の事由による契約解除の場合には、予め定め

られた違約金を地方公共団体に支払う必要がある。 
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（３）地方公共団体側の帰責事由による契約解除 

 

 

 

【解説】 

地方公共団体側の事由による契約解除の場合、地方公共団体が実施契約上の

重大な義務に違反し、民間事業者から一定期間の当該不履行を是正するのに必

要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、是正されない場合、民

間事業者は地方公共団体に対して、契約解除事由を記載した書面を通知するこ

とにより、実施契約を解除することができる。 

 

１）ＰＦＩ従来方式 

地方公共団体が、金銭の支払を遅延した場合、地方公共団体は民間事業者

に対して、支払うべき金額に対して、遅延損害金を支払うことが考えられる。 

 

２）ＰＦＩ運営権方式 

ＰＦＩ法第 29 条第２項第２号に「公共施設等を他の公共の用途に供するこ

とその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき」という規定

に基づき実施契約を解除し、地方公共団体はＰＦＩ法第 30 条に基づいて損失

の補償を負う。 

 

ＰＦＩ法第 30 条では、損失補償の具体的な算出方法については言及してい

ないが、公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン（内

閣府民間活用等事業等推進室）において示されているとおり、公共用地補償

基準の考え方に従い補償することになると見込まれると共に、運営権対価の

過払い分についても、民間事業者に支払う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体側の帰責事由により契約解除を行う場合には、地方公共団体は

民間事業者に対して、遅延損害金、損失補償を支払う必要がある。 
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2.5 事業の終了 

（１）ＰＦＩ従来方式 

 

 

 

 

【解説】 

契約書等で定められた事業期間が終了した時に、当該事業は終了する。事業

期間の延長の可否や現状回復義務の必要性、所有権の移転等に関する基本的な

取扱いについては、あらかじめ契約書に規定しておくべきである。具体的な条

件については、契約期間満了時における施設の品質や事業環境、農業集落排水

施設の接続状況等の社会経済情勢を判断したうえで民間事業者と協議すること

が考えられる。 

ただし、事業終了時の引渡条件は、事業期間における施設の維持管理のレベ

ルや業務水準にも影響を与える場合がある。また、公共事業として必要な期間

と契約期間が必ずしも一致するとは限らないので、契約期間終了時の取扱いに

ついては、慎重に検討する必要がある。 

 

事業終了に伴い、民間事業者が解散するケースがある。この場合、施設に関

する瑕疵担保や事業に関する債務不履行や不法行為などの責任の所在を取り決

める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約に定める事業の終了時期となったとき、選定事業は終了となる。このと

き、土地等の明渡し等、あらかじめ契約で定められた資産の取扱いに則った措

置を講じる。 
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（２）ＰＦＩ運営権方式 

 

 

 

 

【解説】 

公共施設等運営権契約は契約期間が限定されていることから、民間事業者が

改築更新を行った場合、改修により新たに発生する資産の中には耐用年数が契

約期間以降も継続し続けるものがあることが想定される。そのため、本来は事

業期間終了後の利用料金で回収されるべき原価（資本費）について、改築更新

の資金負担を行った民間事業者が事業期間中にどのように回収するかが課題と

なる。民間事業者に事業期間中に回収を求めることは、主に事業期間後半の投

資を中心として改築更新の効果と費用回収の期間のズレが生じ、事業期間の利

用料金が高騰すること等が考えられるため、地方公共団体が資金負担すること

が考えられる。その際には、「通常の固定資産として償却した場合に想定され

る事業期間終了時の残存簿価」相当の資金を地方公共団体が負担することが考

えられる。 

 

また、事業の終了と共にＰＦＩ運営権方式が次の民間事業者に途切れること

なく引き継がれるには、一時的に地方公共団体が資金負担し、次期の民間事業

者が選定されるまで、民間事業者が地方公共団体に運営権対価を分割又は一括

で支払うこと、または、地方公共団体が利用料金により回収していくことが考

えられる。ＰＦＩ運営権方式終了時においてどのような状態で施設を渡すかで

管理の方法が変わってくる。このため、事業の終了時の施設の状態について検

討した上で、実施契約書に記載する必要がある。 

 

なお、現行の会計上の考え方では、運営権は、契約期間で均等償却されるこ

ととされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主に事業期間後半に行った改築更新にかかる投資については、事業期間終了

後もその効果が発生することから、その資産の取扱いについて定めておく必要

がある。 


	はじめに
	本編（第１章）
	本編（第２章）

